
別 紙 

改   正   後 改   正   前 

  

１ 提供する事項の種類 

金融商品取引業者等の営業所の長が、租税特別措置法第 37条の 14第９項

に規定する特定電子情報処理組織（以下「国税電子申告・納税システム」と

いう。）を使用する方法により、当該金融商品取引業者等の営業所の所在地

の所轄税務署長に提供する事項は、次に掲げる事項（以下「申請事項等」と

いう。）である。 

  

  

１ 提供する事項の種類 

金融商品取引業者等の営業所の長が、租税特別措置法第 34条の 14第９項

第１号に規定する電子情報処理組織（以下「国税電子申告・納税システム」

という。）を使用する方法又は租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の３第

12項第３号に規定する光ディスク及び磁気ディスク（以下「光ディスク等」

という。）を提出する方法（⑹から⑻までについては、国税電子申告・納税

システムを使用する方法のみ。）により、当該金融商品取引業者等の営業所

の所在地の所轄税務署長に提供する事項は、次に掲げる事項（以下「申請事

項等」という。）である。 

 

新  旧  対  照  表 

  (注)アンダーラインを付した部分は、改正部分である。 

（別添） （別添） 



改   正   後 改   正   前 

 

申請事項等の名称 根拠法令 

⑴－１ 非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項 租税特別措置法第 37条の 14第９項 

⑴－２ 未成年者非課税適用確認書の交付申請書に記載さ

れた事項 

租税特別措置法第 37条の 14の２第 15項 

⑵－１ 非課税適用確認書の提出をした者に関する事項 租税特別措置法第 37条の 14第 13項 

⑵－２ 未成年者非課税適用確認書の提出をした者に関す

る事項 

租税特別措置法第 37条の 14の２第 19項 

⑶－１ 非課税口座異動届出書に記載された事項等 租税特別措置法施行令第 25条の 13の２第４項 

⑶－２ 未成年者口座異動届出書に記載された事項等 租税特別措置法施行令第 25条の 13の８第 17項にお

いて準用する同令第 25条の 13の２第４項 

⑷－１ 非課税口座移管依頼書に記載された事項等 租税特別措置法施行令第 25条の 13の２第４項 

⑷－２ 未成年者口座移管依頼書に記載された事項等 租税特別措置法施行令第 25条の 13の８第 17項にお

いて準用する同令第 25条の 13の２第４項 

⑸－１ 金融商品取引業者等において事業譲渡等があった

場合に提供すべき事項（非課税口座） 

租税特別措置法施行令第 25条の 13の３第２項 

 

⑸－２ 金融商品取引業者等において事業譲渡等があった

場合に提供すべき事項（未成年者口座） 

租税特別措置法施行令第 25条の 13の８第 17項にお

いて準用する同令第 25条の 13の３第２項 

⑹   変更届出事項（金融商品取引業者等変更届出書に

記載された事項等） 

租税特別措置法第 37条の 14第 16項 

⑺－１ 廃止届出事項（非課税口座廃止届出書等に記載さ

れた事項等） 

租税特別措置法第 37条の 14第 19項 

 

⑺－２ 廃止届出事項（未成年者口座廃止届出書等に記載

された事項等） 

租税特別措置法第 37条の 14の２第 22項 

⑻－１ 提出事項（非課税管理勘定廃止通知書等の提出を

した者に関する事項） 

租税特別措置法第 37条の 14第 21項 

 

⑻－２ 提出事項（未成年者口座廃止通知書の提出をした

者に関する事項） 

租税特別措置法第 37条の 14の２第 23項 

  
 

２ レコードの内容及び記録要領 

各申請事項等のレコードの内容及び記録要領は、別紙１－１から別紙８－

２のとおりである。 

租税特別措置法施行令第 25条の 13第 24項又は同令第 25条の 13の８第 17

項において準用する同項に基づき、国税電子申告・納税システムにより非課

税適用確認書の交付申請書に記載された事項又は未成年者非課税適用確認書

の交付申請書に記載された事項の提供を受けた所轄税務署長が、当該非課税

適用確認書の交付申請書に記載された事項又は未成年者非課税適用確認書の

交付申請書に記載された事項を提供した金融商品取引業者等の営業所の長に

提供する同項に定める事項（以下「金融商品取引業者等の営業所の長に提供

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ レコードの内容及び記録要領 

各申請事項等のレコードの内容及び記録要領は、別紙１から別紙８のとお

りである。 

租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 24 項に基づき、国税電子申告・納

税システムにより非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項の提供

を受けた所轄税務署長が、当該非課税適用確認書の交付申請書に記載された

事項を提供した金融商品取引業者等の営業所の長に提供する同項に定める

事項（以下「金融商品取引業者等の営業所の長に提供すべき情報」という。）

のレコードの内容及び記録要領は、別紙９のとおりである。 

租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項に基づき、提出事項の提供を受けた

申請事項等の名称 根拠法令 略称 

⑴ 非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項 租税特別措置法第 37条の 14第９項 交 

⑵ 非課税適用確認書の提出をした者に関する事項 租税特別措置法第 37条の 14第 13項 確 

⑶ 非課税口座異動届出書に記載された事項等 租税特別措置法施行令第 25条の 13の２第４項 異 

⑷ 非課税口座移管依頼書に記載された事項等 租税特別措置法施行令第 25条の 13の２第４項 移 

⑸ 金融商品取引業者等において事業譲渡等があった

場合に提供すべき事項 

租税特別措置法施行令第 25条の 13の３第２項 事 

⑹ 変更届出事項（金融商品取引業者等変更届出書に記

載された事項等） 

租税特別措置法第 37条の 14第 16項 － 

⑺ 廃止届出事項（非課税口座廃止届出書等に記載され

た事項等） 

租税特別措置法第 37条の 14第 19項 － 

⑻ 提出事項（非課税管理勘定廃止通知書等の提出をし

た者に関する事項） 

租税特別措置法第 37条の 14第 21項 － 

 



改   正   後 改   正   前 

すべき情報」という。）のレコードの内容及び記録要領は、別紙９－１及び別

紙９－２のとおりである。 

租税特別措置法第 37条の 14第 22項に基づき、上記⑻－１の提出事項の提

供を受けた所轄税務署長が、当該提出事項の提供をした金融商品取引業者等

の営業所の長に提供する同項各号に定める事項（以下「非課税口座開設又は

非課税管理勘定設定の可否事項」という。）のレコードの内容及び記録要領は、

別紙 10－１のとおりであり、租税特別措置法第 37条の 14の２第 24項に基づ

き、上記⑻－２の提出事項の提供を受けた所轄税務署長が、当該提出事項の

提供をした金融商品取引業者等の営業所の長に提供する同項各号に定める事

項（以下「未成年者口座開設の可否事項」という。）のレコードの内容及び記

録要領は、別紙 10－２のとおりである。 

 

 ３ 各項目の記録に当たっての留意事項 

 

 ⑴ 各項目共通 

   イ （省略） 

 ロ 記録すべき事項がない項目については、区切りを表す半角文字の「，（カ

ンマ）」のみを記録する（CSV 形式では必ず半角文字の「，（カンマ）」で

各項目が区切られていなければならない。）。 

  

 

  

 

 

 

 

 

   ハ （省略） 

 

  ⑵～⑹ （省略） 

 

 ４ ファイル名の仕様 

ファイル名は、申請事項等の種類ごとに、次の表に掲げるとおり記録する。 

 

 

所轄税務署長が、当該提出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の

長に提供する同項各号に定める事項（以下「非課税口座開設又は非課税管理

勘定設定の可否事項」という。）のレコードの内容及び記録要領は、別紙 10

のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 各項目の記録に当たっての留意事項 

 

 ⑴ 各項目共通 

   イ （同左） 

 ロ 記録すべき事項がない項目については、区切りを表す半角文字の「，

（カンマ）」のみを記録する（CSV形式では必ず半角文字の「，（カンマ）」

で各項目が区切られていなければならない。）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

   ハ （同左） 

 

  ⑵～⑹ （同左） 

 

 ４ ファイル名の仕様 

ファイル名は、申請事項等の種類ごとに、次の表に掲げるとおり記録する。 

 

  

<例> 項目が記録不要の場合 

前の項目,,後の項目 

 
<例> 非課税適用確認書の提出をした者に関する事項（レコードの内容及び記録要領⑵－１参照）において、

提出者の氏名が変更されていない場合に項番 20から項番 22までを記録する場合 

（省略）･･･,  0  , , ,･･･（省略） 

    （項番）    20    21 22 

（注）この場合には、項番 20には「0」を記録し、項番 21及び項番 22には「,（カンマ）」のみを記録

する。 

 

<例> 項目が記録不要の場合 

前の項目,,後の項目 

 
<例> 非課税適用確認書の提出をした者に関する事項（レコードの内容及び記録要領⑵参照）において、提

出者の氏名が変更されていない場合に項番 19から項番 21までを記録する場合 

（省略）･･･,  0  , , ,･･･（省略） 

    （項番）    19    20 21 

（注）この場合には、項番 19には「0」を記録し、項番 20及び項番 21には「,（カンマ）」のみを記録

する。 

 



改   正   後 改   正   前 

 

 

申請事項等の名称 ファイル名 

⑴－１  非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項 
001dat**.txt 

⑴－２ 未成年者非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項 

⑵－１  非課税適用確認書の提出をした者に関する事項 
002dat**.txt 

⑵－２ 未成年者非課税適用確認書の提出をした者に関する事項 

⑶－１  非課税口座異動届出書に記載された事項等 
003dat**.txt 

⑶－２ 未成年者口座異動届出書に記載された事項等 

⑷－１  非課税口座移管依頼書に記載された事項等 
004dat**.txt 

⑷－２ 未成年者口座移管依頼書に記載された事項等 

⑸－１  金融商品取引業者等において事業譲渡等があった場合に提供すべき事項（非課税口座） 
005dat**.txt 

⑸－２ 金融商品取引業者等において事業譲渡等があった場合に提供すべき事項（未成年者口座） 

⑹   変更届出事項（金融商品取引業者等変更届出書に記載された事項等） 006dat**.txt 

⑺－１ 廃止届出事項（非課税口座廃止届出書等に記載された事項等） 
007dat**.txt 

⑺－２ 廃止届出事項（未成年者口座廃止届出書等に記載された事項等） 

⑻－１ 提出事項（非課税管理勘定廃止通知書等の提出をした者に関する事項） 
008dat**.txt 

⑻－２ 提出事項（未成年者口座廃止通知書の提出をした者に関する事項） 

  
 

（注）ファイル名の一部にある「**」には、申請事項等ごとのファイル数によ

り、「01」～「99」を記録する。 

 

 

 

 

 ５ 国税電子申告・納税システムを使用する方法により所轄税務署長に申請事

項等を提供する際の留意事項 

  （省略） 

 

 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（注）ファイル名の一部にある「**」には、申請事項等ごとのファイル数によ

り、「01」～「99」を記録する。 

  

 

 

 

 ５ 国税電子申告・納税システムを使用する方法により所轄税務署長に申請事

項等を提供する際の留意事項 

  （同左） 

 

 ６ 光ディスク等を提出する方法により所轄税務署長に申請事項等を提供す

る場合の留意事項 

 ⑴ 金融商品取引業者等の営業所の長が、当該金融商品取引業者等の営業所

の所在地の所轄税務署長に申請事項等を提供する場合に使用することが

できる光ディスク等は、次に掲げるものとする。 

 

 

 

申請事項等の名称 ファイル名 

⑴  非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項 001dat**.txt 

⑵  非課税適用確認書の提出をした者に関する事項 002dat**.txt 

⑶  非課税口座異動届出書に記載された事項等 003dat**.txt 

⑷  非課税口座移管依頼書に記載された事項等 004dat**.txt 

⑸  金融商品取引業者等において事業譲渡等があった場合に提供すべき事項 005dat**.txt 

⑹ 変更届出事項（金融商品取引業者等変更届出書に記載された事項等） 006dat**.txt 

⑺ 廃止届出事項（非課税口座廃止届出書等に記載された事項等） 007dat**.txt 

⑻ 提出事項（非課税管理勘定廃止通知書等の提出をした者に関する事項） 008dat**.txt 

 

<例> 「非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項」を二つのファイルに分ける場合 

・ 一つ目のファイル名･････「001dat01.txt」 

・ 二つ目のファイル名･････「001dat02.txt」 

 

<例> 「非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項」を二つのファイルに分けて光ディスク等に格納

する場合 

・ 一つ目のファイル名･････「001dat01.txt」 

・ 二つ目のファイル名･････「001dat02.txt」 

 



改   正   後 改   正   前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）書き込みは、ディスクアットワンス（シングルセッション）方式とす

る。 

 

⑵ 光ディスク等の提出の際には、正本・副本の両方を提出する。 

 

⑶ 提出する光ディスク等には、次の事項を明示する。 

イ 光ディスク（CD 及び DVD） 

光ディスクにより提出する場合には、レーベル面に次の記載事項を油

性のフェルトペン等で記載する。 

（注）筆先の硬い筆記用具は使用しない。 

ロ 磁気ディスク（FD 及び MO） 

磁気ディスクにより提出する場合には、適宜のラベルに次の記載事項

を記載の上、貼付する。 

 

 

 

 

 

  

種類 FD MO CD DVD 

サイズ 3.5 ｲﾝﾁ 3.5 ｲﾝﾁ 12cm 12cm 

規格 2HD 

ISO/IEC 13963 

又は 

ISO/IEC 15041 

CD-R DVD-R 

記憶容量 1.44MB 

230MB 

又は 

640MB 

650MB 

又は 

700MB 

片面 4.7GB 

記
録
形
式 

フォーマット MS-DOS（FAT形式） ISO9660（Level2）/Joliet※ 

ファイル形式 CSV（カンマ区切形式） 

記録コード シフト JIS 

漢字水準 JIS第 1水準及び第 2水準 

 



改   正   後 改   正   前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 光ディスク等には、平成 13 年７月５日付課法３－57 ほか 11 課共同「法

人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」（法令解釈通達）に定

める「光ディスク等に記録した非課税適用確認書の交付申請書に記載され

た事項等の提供件数表」を添付して提出する。 

 

⑸ 光ディスク等には、光ディスク等に格納されているファイル名等を記録

したファイル（以下「目録ファイル」という。）を格納する。 

なお、目録ファイルのファイル名は「000filelist.txt」とし、目録ファイ

ルのレコードの内容及び記録要領は別紙 11 のとおりである。 

 

⑹ 光ディスク等に格納するファイルの暗号化処理を行う場合には、自己復

号型暗号化方式により行う。 

なお、ファイルの暗号化処理を行った場合には、「光ディスク等に記録

した非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等の提供件数表」の

「備考」欄に「暗号化処理済」と記載する。 

（注）自己復号型暗号化方式とは、ファイルの暗号化処理を行う際に、パ

スワードを設定して暗号化処理を行い、暗号化ファイルを受け取った

者は、暗号化ソフトがなくてもパスワードを入力することにより、閲

覧等を可能とする（復号化）方式をいう。 

 

【記載事項】 

①提出者名称 ②提出者所在地 ③承認番号及び光ディスク等の番号 ④光ディスク等により提供する

事項の略称 ⑤提供件数 ⑥正本・副本の区別 ⑦光ディスク等の提出枚数及び一連番号 

（注）１ 承認番号とは、税務署から送付された「光ディスク等を提出する方法の承認通知書」に記載さ

れた承認番号をいう。 

２ 光ディスク等の番号は、光ディスク等の提出年月日の年（西暦下２桁）、月（２桁）、日（２桁）

及び一連番号２桁により付番する。 

〈例〉平成 25年（2013年）10月１日に提出する３枚目の光ディスク等の番号･････「13100103」 

 
<例> レーベル面への記載事項 

① 財務証券株式会社麹町支店 

② 東京都千代田区霞が関３－１－１ 

③ 01101001－13100103 

④ 交、確 

⑤ 6,000件 

⑥ 正本・副本 

⑦ 10枚のうち３枚目 

 



改   正   後 改   正   前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑺ 提出された光ディスク等は返却しない。 

 

⑻ 光ディスク等により提出する際には、ファイルがコンピュータウイルス

に感染していないことを十分に確認する。 

 

⑼ １枚の光ディスク等に格納するファイル数は 20 ファイル（目録ファイ

ルを除く。）を限度として、各ファイルのサイズは１MB を限度とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改   正   後 改   正   前 

        

   

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑴
－
１
【
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
】（

租
税
特
別
措
置
法
第

37
条
の

14
第
９
項
）

 

 
項
番

 
項
目
名

 
入
力
文
字
基
準

 
記
録
要
領

 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類

 
半
角

 
3
文
字

 
「

001」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

2 
提
出
年
月

日
 

元
号

 
半
角

 
1
文
字

 
申
請
者
（「

非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
を
提
出
し
た
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑴
－
１
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）

が
「
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」

を
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
に
提
出
し
た
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

28
年
１
月
４
日

 
→

 
4,28,01,04」

 

3 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

4 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

5 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

6 
申
請
者
の
氏
名

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
申
請
者
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順

に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

7 
申
請
者
の
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
申
請
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル

ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

8 
申
請
者
の

生
年
月
日

 

元
号

 
半
角

 
1
文
字

 
申
請
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
、
明
治
は
「

1」、
大
正
は
「

2」、
昭
和
は
「

3」、
平
成
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し

て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成
１
年
４
月

15
日

 
→

 
4,01,04,15」

 

9 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

10 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

11 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

12 
申
請
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
申
請
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

13 
申
請
者
の
個
人
番
号

 
半
角

 
12
文
字

 
申
請
者
の
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
別
紙
５
－
１
に
お
い
て
「
番
号
法
」
と
い
い
ま
す
。）
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
個
人

番
号
を
い
い
ま
す
。
以
下
別
紙
１
－
２
か
ら
別
紙
８
－
２
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）

を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

14 
申
請
者
の
基
準
日
に
お
け
る
国
内
の
住
所
（
居
所
）
又
は

所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
申
請
者
の
基
準
日
に
お
け
る
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

15 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角

 
60
文
字
以
内

 
申
請
者
か
ら
「
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

16 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
申
請
者
か
ら
「
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

17 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
郵
便
番
号

 
半
角

 
7
文
字

 
申
請
者
か
ら
「
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
郵
便
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

18 

一
般
基
準
日
に
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
旨

 

 

半
角

 

 
1
文
字

 

申
請
者
が
一
般
基
準
日
（
項
番

23
及
び
項
番

24
の
勘
定
設
定
期
間
の
次
表
「
勘
定
設
定
期
間
」
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
「
一
般
基
準
日
」
欄
に
掲
げ
る
年
月
日
を
い
い
ま
す
。
以

下
同
じ
で
す
。）

に
お
い
て
国
内
に
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
有
し
な
い
場
合
に
は
「

1」、
有
し
て
い
る
場
合
に
は
「

0」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

勘
定
設
定
期
間

 
一
般
基
準
日

 

平
成

26
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

29
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
平
成

25
年
１
月
１
日
 

平
成

30
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

33
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
平
成

29
年
１
月
１
日
 

平
成

34
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

35
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
平
成

33
年
１
月
１
日
 

  

19 
一
般
基
準

日
後
最
初

に
国
内
に

住
所
を
有

す
る
こ
と

と
な
っ
た

日
 

元
号

 
半
角

 
1
文
字

 
項
番

18
に
「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
申
請
者
が
一
般
基
準
日
後
最
初
に
国
内
に
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ

い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

25
年
４
月

1
日

 
→

 
4,25,04,01」

 

項
番

18
に
「

0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目

,,,,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

20 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

21 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

22 

日
 

半
角

 
2
文
字

 

23 
勘
定
設
定

期
間

 

元
号

 
半
角

 
1
文
字

 
「
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
に
係
る
勘
定
設
定
期
間
の
開
始
の
日
の
属
す
る
年
を
次
表
「
記
録
要
領
」
欄
の
と
お
り
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

勘
定
設
定
期
間

 
記
録
要
領

 

平
成

26
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

29
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
4,26 

平
成

30
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

33
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
4,30 

平
成

34
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

35
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
4,34 

 

24 

年
 

半
角

 
2
文
字

 

25 
送
付
先
の
有
無

 
半
角

 
1
文
字

 
申
請
者
か
ら
「
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
以
外
の
送
付
先
に
送
付
す
る
場
合
に
は
「

1」、
そ
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
に
送
付
す

る
場
合
に
は
「

0」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

26 
送
付
先
の
名
称

 
全
角

 
60
文
字
以
内

 
項
番

25
に
「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
送
付
先
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
項
番

25
に
「

0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「

前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
平
成

24
年

10
月

30
日
現
在
）

 

（
別
紙
１
－
１
）

  
                               

  
○

 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑴
【
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
】

 

 
項
番
 

項
目
名
 

入
力
文
字
基
準
 

記
録
要
領
 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類

 
半
角
 

3
文
字
 

「
001」

を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

2 
提
出
年
月
日
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字
 

申
請
者
（「

非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
を
提
出
し
た
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
で
す
。）

が
「
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
を
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
に
提
出
し
た
年
月

日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

25
年

10
月

1
日
 
→
 
4,25,10,01」

 

3 
年
 

半
角
 

2
文
字
 

4 
月
 

半
角
 

2
文
字
 

5 
日
 

半
角
 

2
文
字
 

6 
申
請
者
の
氏
名
 

全
角
 

120
文
字
以
内
 

申
請
者
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に

記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

7 
申
請
者
の
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角
 

120
文
字
以
内
 

申
請
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ

ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

8 
申
請
者
の
生

年
月
日
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字
 

申
請
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
、
明
治
は
「

1」、
大
正
は
「
2」、

昭
和
は
「
3」、

平
成
は
「
4」

を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て

く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

1
年

4
月

15
日
 
→
 
4,01,04,15」

 

9 
年
 

半
角
 

2
文
字
 

10 
月
 

半
角
 

2
文
字
 

11 
日
 

半
角
 

2
文
字
 

12 
申
請
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地

 
全
角
 

125
文
字
以
内
 

申
請
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

13 
申
請
者
の
基
準
日
に
お
け
る
国
内
の
住
所
（
居
所
）
又

は
所
在
地
 

全
角
 

125
文
字
以
内
 

申
請
者
の
基
準
日
に
お
け
る
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

14 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角
 

60
文
字
以
内
 

申
請
者
か
ら
「
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

15 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地

 
全
角
 

125
文
字
以
内
 

申
請
者
か
ら
「
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

16 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
郵
便
番
号

 
半
角
 

7
文
字
 

申
請
者
か
ら
「
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
郵
便
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

17 

一
般
基
準
日
に
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
旨

 

半
角
 

1
文
字
 

申
請
者
が
一
般
基
準
日
（
項
番

23
及
び
項
番

24
の
勘
定
設
定
期
間
の
次
表
「
勘
定
設
定
期
間
」
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
「
一
般
基
準
日
」
欄
に
掲
げ
る
年
月
日
を
い
い
ま
す
。
以
下

同
じ
で
す
。）

に
お
い
て
国
内
に
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
有
し
な
い
場
合
に
は
「

1」、
有
し
て
い
る
場
合
に
は
「
0」

を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

勘
定
設
定
期
間
 

一
般
基
準
日
 

平
成

26
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

29
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間
 

平
成

25
年
１
月
１
日
 

平
成

30
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

33
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間
 

平
成

29
年
１
月
１
日
 

平
成

34
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

35
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間
 

平
成

33
年
１
月
１
日
 

 

18 
一
般
基
準
日

後
最
初
に
国

内
に
住
所
を

有
す
る
こ
と

と
な
っ
た
日
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字
 

項
番

17
に
「
1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
申
請
者
が
一
般
基
準
日
後
最
初
に
国
内
に
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

25
年

4
月

1
日
 
→
 
4,25,04,01」

 

項
番

17
に
「
0」

が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目
,,,,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

19 
年
 

半
角
 

2
文
字
 

20 
月
 

半
角
 

2
文
字
 

21 
日
 

半
角
 

2
文
字
 

22 
（
空
白
）
 

－
 

0
文
字
 

「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

23 
勘
定
設
定
期

間
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字
 

「
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
に
係
る
勘
定
設
定
期
間
の
開
始
の
日
の
属
す
る
年
を
次
表
「
記
録
要
領
」
欄
の
と
お
り
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

勘
定
設
定
期
間
 

記
録
要
領

 

平
成

26
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

29
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間
 

4,26 

平
成

30
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

33
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間
 

4,30 

平
成

34
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

35
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間
 

4,34 
 

24 

年
 

半
角
 

2
文
字
 

25 
（
空
白
）
 

－
 

0
文
字
 

「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

26 
送
付
先
の
有
無
 

半
角
 

1
文
字
 

申
請
者
か
ら
「
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
以
外
の
送
付
先
に
送
付
す
る
場
合
に
は
「

1」、
そ
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
に
送
付
す
る

場
合
に
は
「

0」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

27 
送
付
先
の
名
称
 

全
角
 

60
文
字
以
内
 

項
番

26
に
「
1」

が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
送
付
先
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
項
番

26
に
「
0」

が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「

前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

28 
送
付
先
の
所
在
地

 
全
角
 

125
文
字
以
内
 

項
番

26
に
「
1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
送
付
先
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
項
番

26
に
「
0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ

さ
い
。

 

（
平
成

24
年

10
月

30
日
現
在
）

 

（
別
紙
１
）

 

                                        
 



改   正   後 改   正   前 

  

 

項
番
 

項
目
名
 

入
力
文
字
基
準
 

記
録
要
領

 

27 
送
付
先
の
所
在
地
 

全
角
 

125文
字
以
内
 

項
番

25に
「
1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
送
付
先
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
項
番

25に
「
0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く

だ
さ
い
。
 

28 
送
付
先
の
郵
便
番
号
 

半
角
 

7文
字
 

項
番

25に
「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
送
付
先
の
郵
便
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
項
番

25に
「
0」

が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「

前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

29 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
使
用
欄

 
全
角
 

20文
字
以
内
 

非
課
税
適
用
確
認
書
の
「
備
考
」
欄
に
出
力
す
る
必
要
が
あ
る
情
報
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
情
報
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

30 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の
名

称
 

全
角
 

6文
字
以
内
 

申
請
者
か
ら
「
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→
 
麹
町
」
 

31 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の
番

号
 

半
角
 

5文
字
 

申
請
者
か
ら
「
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→
 
01101」

 

 

 
 

 

 

項
番
 

項
目
名
 

入
力
文
字
基
準
 

記
録
要
領

 

29 
送
付
先
の
郵
便
番
号
 

半
角
 

7文
字
 

項
番

26に
「
1」

が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
送
付
先
の
郵
便
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
項
番

26に
「
0」

が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「

前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

30 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
使
用
欄

 
全
角
 

20文
字
以
内
 

非
課
税
適
用
確
認
書
の
「
備
考
」
欄
に
出
力
す
る
必
要
が
あ
る
情
報
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
情
報
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

31 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

名
称
 

全
角
 

6文
字
以
内
 

申
請
者
か
ら
「
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→
 
麹
町
」
 

32 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

番
号
 

半
角
 

5文
字
 

申
請
者
か
ら
「
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→
 
01101」

 

 

 
 

 



改   正   後 改   正   前 

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑴
－
２
【
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
】（
租
税
特
別
措
置
法
第

37
条
の

14
の
２
第

15
項
）

 

 
項
番

 
項
目
名
 

入
力
文
字
基
準

 
記
録
要
領

 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類

 
半
角

 
3
文
字

 
「

001」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

2 
提
出
年
月
日

 
元
号

 
半
角

 
1
文
字

 
申
請
者
（「

未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
を
提
出
し
た
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑴
－
２
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）
が
「
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書

の
交
付
申
請
書
」
を
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
に
提
出
し
た
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

28
年
１
月
４
日

 
→

 
4,28,01,04」

 

3 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

4 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

5 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

6 
申
請
者
の
氏
名

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
申
請
者
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に

記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

7 
申
請
者
の
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
申
請
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ

ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

8 
申
請
者
の
生
年
月
日

 
元
号

 
半
角

 
1
文
字

 
申
請
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
、「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

18
年
４
月

15
日

 
→

 
4,18,04,15」

 

9 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

10 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

11 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

12 
申
請
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
申
請
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

13 
申
請
者
の
個
人
番
号

 
半
角

 
12
文
字

 
申
請
者
の
個
人
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

14 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

15 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角

 
60
文
字
以
内

 
申
請
者
か
ら
「
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

16 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
申
請
者
か
ら
「
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

17 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
郵
便
番
号

 
半
角

 
7
文
字

 
申
請
者
か
ら
「
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
郵
便
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

18 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

19 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

20 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

21 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

22 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

23 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

24 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

25 
送
付
先
の
有
無

 
半
角

 
1
文
字

 
申
請
者
か
ら
「
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
以
外
の
送
付
先
に
送
付
す
る
場
合
に
は
「

1」、
そ
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
に

送
付
す
る
場
合
に
は
「

0」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

26 
送
付
先
の
名
称

 
全
角

 
60
文
字
以
内

 
項
番

25
に
「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
送
付
先
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
項
番

25
に
「

0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「

前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

27 
送
付
先
の
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
項
番

25
に
「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
送
付
先
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
項
番

25
に
「

0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「

前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く

だ
さ
い
。

 

28 
送
付
先
の
郵
便
番
号

 
半
角

 
7
文
字

 
項
番

25
に
「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
送
付
先
の
郵
便
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
項
番

25
に
「

0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「

前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

29 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
使
用
欄

 
全
角

 
20
文
字
以
内

 
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
の
「
備
考
」
欄
に
出
力
す
る
必
要
が
あ
る
情
報
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
情
報
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

30 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

名
称

 
全
角

 
6
文
字
以
内

 
申
請
者
か
ら
「
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→

 
麹
町
」

 

31 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

番
号

 
半
角

 
5
文
字

 
申
請
者
か
ら
「
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
」
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→

 
01101」

 

 

（
平
成

24
年

10
月

30
日
現
在
）

 

（
別
紙
１
－
２
）

  
   

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改   正   後 改   正   前 

   

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑵
－
１
【
非
課
税
適
用
確
認
書
の
提
出
を
し
た
者
に
関
す
る
事
項
】（

租
税
特
別
措
置
法
第

37
条
の

14
第

13
項
）

 

 
項
番

 
項
目
名
 

入
力
文
字
基
準

 
記
録
要
領

 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類

 
半
角

 
3
文
字

 
「

002」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

2 
提
出
年
月
日

 
元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
（
非
課
税
適
用
確
認
書
を
提
出
し
た
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑵
－
１
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）
が
非
課
税
適
用
確
認
書
を
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
に

提
出
し
た
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
平
成

28
年
１
月
４
日

 
→

 
4,28,01,04」

 

3 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

4 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

5 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

6 
提
出
者
の
氏
名

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
提
出
者
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に

記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

7 
提
出
者
の
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
提
出
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ

ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

8 
提
出
者
の
生

年
月
日

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
、
明
治
は
「

1」、
大
正
は
「

2」、
昭
和
は
「

3」、
平
成
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て

く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
平
成
１
年
４
月

15
日

 
→

 
4,01,04,15」

 

9 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

10 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

11 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

12 
提
出
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
 

全
角

 
125

文
字
以
内

 
提
出
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

13 
提
出
者
の
個
人
番
号

 
半
角

 
12
文
字

 
提
出
者
の
個
人
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

14 
提
出
者
の
基

準
日

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
平
成

25
年
１
月
１
日

 
→

 
4,25,01,01」

 

15 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

16 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

17 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

18 
提
出
者
の
基
準
日
に
お
け
る
国
内
の
住
所
（
居
所
）
又

は
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
に
お
け
る
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

19 
提
出
者
の
整
理
番
号

 
半
角

 
14
文
字

 
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

20 
提
出
者
の
氏
名
が
変
更
さ
れ
て
い
る
旨

 
半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
が
変
更
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
「

1」、
変
更
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
「

0」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

21 

非
課
税
適
用
確
認
書
の
氏
名
 

全
角

 
120

文
字
以
内

 

項
番

20
に
「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
提
出
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く

だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

項
番

20
に
「

0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

22 

非
課
税
適
用
確
認
書
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
 

全
角

 
120

文
字
以
内

 

項
番

20
に
「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
提
出
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り

区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

項
番

20
に
「

0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

23 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角

 
60
文
字
以
内

 
提
出
者
か
ら
非
課
税
適
用
確
認
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

24 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
提
出
者
か
ら
非
課
税
適
用
確
認
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

25 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
郵
便
番
号

 
半
角

 
7
文
字

 
提
出
者
か
ら
非
課
税
適
用
確
認
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
郵
便
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

26 
最
初
に
非
課

税
管
理
勘
定

が
設
定
さ
れ

た
年
月
日
又

は
設
定
予
定

年
月
日

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
勘
定
設
定
期
間
に
お
い
て
最
初
に
非
課
税
管
理
勘
定
が
設
定
さ
れ
た
年
月
日
又
は
設
定
予
定
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く

だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
平
成

28
年
１
月
６
日

 
→

 
4,28,01,06」

 

27 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

28 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

29 

日
 

半
角

 
2
文
字

 

30 
非
課
税
口
座
の
記
号
又
は
番
号

 
半
角

 
20
文
字
以
内

 
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
勘
定
設
定
期
間
に
お
い
て
最
初
に
非
課
税
管
理
勘
定
が
設
定
さ
れ
た
非
課
税
口
座
の
記
号
又
は
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
半
角
英

数
字
又
は
半
角
文
字
の
「

-（
ハ
イ
フ
ン
）」
の
み
で
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。（
例
）「

111-111-111-111」
 

31 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

名
称

 
全
角

 
6
文
字
以
内

 
提
出
者
か
ら
非
課
税
適
用
確
認
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
麹
町
税
務
署

 
→

 
麹
町
」

 

32 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

番
号

 
半
角

 
5
文
字

 
提
出
者
か
ら
非
課
税
適
用
確
認
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
麹
町
税
務
署

 
→

 
01101」

 

（
別
紙
２
－
１
）

  
 

 

  

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑵
【
非
課
税
適
用
確
認
書
の
提
出
を
し
た
者
に
関
す
る
事
項
】
 

 
項
番

 
項
目
名
 

入
力
文
字
基
準

 
記
録
要
領

 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類

 
半
角

 
3
文
字

 
「

002」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

2 
提
出
年
月
日

 
元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
（
非
課
税
適
用
確
認
書
を
提
出
し
た
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑵
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）
が
非
課
税
適
用
確
認
書
を
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
に
提
出

し
た
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
平
成

25
年

10
月

1
日

 
→

 
4,25,10,01」

 

3 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

4 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

5 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

6 
提
出
者
の
氏
名

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
提
出
者
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に

記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

7 
提
出
者
の
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
提
出
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ

ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

8 
提
出
者
の
生

年
月
日

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
、
明
治
は
「

1」、
大
正
は
「

2」、
昭
和
は
「

3」、
平
成
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て

く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
平
成

1
年

4
月

15
日

 
→

 
4,01,04,15」

 

9 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

10 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

11 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

12 
提
出
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
 

全
角

 
125

文
字
以
内

 
提
出
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

13 
提
出
者
の
基

準
日

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
平
成

25
年

1
月

1
日

 
→

 
4,25,01,01」

 

14 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

15 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

16 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

17 
提
出
者
の
基
準
日
に
お
け
る
国
内
の
住
所
（
居
所
）
又

は
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
に
お
け
る
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

18 
提
出
者
の
整
理
番
号

 
半
角

 
14
文
字

 
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

19 
提
出
者
の
氏
名
が
変
更
さ
れ
て
い
る
旨

 
半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
が
変
更
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
「

1」、
変
更
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
「

0」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

20 

非
課
税
適
用
確
認
書
の
氏
名
 

全
角

 
120

文
字
以
内

 

項
番

19
に
「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
提
出
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く

だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

項
番

19
に
「

0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

21 

非
課
税
適
用
確
認
書
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
 

全
角

 
120

文
字
以
内

 

項
番

19
に
「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
提
出
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り

区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

項
番

19
に
「

0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

22 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角

 
60
文
字
以
内

 
提
出
者
か
ら
非
課
税
適
用
確
認
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

23 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
提
出
者
か
ら
非
課
税
適
用
確
認
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

24 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
郵
便
番
号

 
半
角

 
7
文
字

 
提
出
者
か
ら
非
課
税
適
用
確
認
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
郵
便
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

25 
最
初
に
非
課

税
管
理
勘
定

が
設
定
さ
れ

た
年
月
日
又

は
設
定
予
定

年
月
日

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
勘
定
設
定
期
間
に
お
い
て
最
初
に
非
課
税
管
理
勘
定
が
設
定
さ
れ
た
年
月
日
又
は
設
定
予
定
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く

だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
平
成

26
年

1
月

6
日

 
→

 
4,26,01,06」

 

26 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

27 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

28 

日
 

半
角

 
2
文
字

 

29 
非
課
税
口
座
の
記
号
又
は
番
号

 
半
角

 
20
文
字
以
内

 
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
勘
定
設
定
期
間
に
お
い
て
最
初
に
非
課
税
管
理
勘
定
が
設
定
さ
れ
た
非
課
税
口
座
の
記
号
又
は
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
半
角
英

数
字
又
は
半
角
文
字
の
「

-（
ハ
イ
フ
ン
）」
の
み
で
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。（
例
）「

111-111-111-111」
 

30 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

名
称

 
全
角

 
6
文
字
以
内

 
提
出
者
か
ら
非
課
税
適
用
確
認
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
麹
町
税
務
署

 
→

 
麹
町
」

 

31 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

番
号

 
半
角

 
5
文
字

 
提
出
者
か
ら
非
課
税
適
用
確
認
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
麹
町
税
務
署

 
→

 
01101」

 

 

（
別
紙
２
）
  

 

 



改   正   後 改   正   前 

 

  

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑵
－
２
【
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
の
提
出
を
し
た
者
に
関
す
る
事
項
】（

租
税
特
別
措
置
法
第

37
条
の

14
の
２
第

19
項
）

 

 
項
番

 
項
目
名
 

入
力
文
字
基
準

 
記
録
要
領

 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類

 
半
角

 
3
文
字

 
「

002」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

2 
提
出
年
月
日

 
元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
（
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
を
提
出
し
た
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑵
－
２
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）
が
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
を
金
融
商
品
取
引
業
者

等
の
営
業
所
の
長
に
提
出
し
た
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

28
年
１
月
４
日

 
→

 
4,28,01,04」

 

3 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

4 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

5 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

6 
提
出
者
の
氏
名

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
提
出
者
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に

記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

7 
提
出
者
の
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
提
出
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ

ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

8 
提
出
者
の
生

年
月
日

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

18
年
４
月

15
日

 
→

 
4,18,04,15」

 

9 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

10 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

11 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

12 
提
出
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
 

全
角

 
125

文
字
以
内

 
提
出
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

13 
提
出
者
の
個
人
番
号

 
半
角

 
12
文
字

 
提
出
者
の
個
人
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

14 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

15 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

16 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

17 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

18 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

19 
提
出
者
の
整
理
番
号

 
半
角

 
14
文
字

 
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

20 
提
出
者
の
氏
名
が
変
更
さ
れ
て
い
る
旨

 
半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
が
変
更
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
「

1」、
変
更
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
「

0」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

21 

未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
の
氏
名
 

全
角

 
120

文
字
以
内

 

項
番

20
に
「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
提
出
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区

切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

項
番

20
に
「

0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

22 

未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

 

全
角

 
120

文
字
以
内

 

項
番

20
に
「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
提
出
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー

ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ

い
。

 

項
番

20
に
「

0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

23 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角

 
60
文
字
以
内

 
提
出
者
か
ら
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

24 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
提
出
者
か
ら
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

25 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
郵
便
番
号

 
半
角

 
7
文
字

 
提
出
者
か
ら
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
郵
便
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

26 
非
課
税
管
理

勘
定
が
設
定

さ
れ
た
年
月

日
又
は
設
定

予
定
年
月
日

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
非
課
税
管
理
勘
定
が
設
定
さ
れ
た
年
月
日
又
は
設
定
予
定
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

28
年
４
月
１
日

 
→

 
4,28,04,01」

 

27 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

28 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

29 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

30 
未
成
年
者
口
座
の
記
号
又
は
番
号
 

半
角

 
20
文
字
以
内

 
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
非
課
税
管
理
勘
定
が
設
定
さ
れ
た
未
成
年
者
口
座
の
記
号
又
は
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
半
角
英
数
字
又
は
半
角
文
字

の
「

-（
ハ
イ
フ
ン
）」

の
み
で
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。（

例
）「

111-111-111-111」
 

31 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

名
称

 
全
角

 
6
文
字
以
内

 
提
出
者
か
ら
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→

 
麹
町
」

 

32 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

番
号

 
半
角

 
5
文
字

 
提
出
者
か
ら
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→

 
01101」

 

 

（
別
紙
２
－
２
）

  
 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改   正   後 改   正   前 

 

                               

 

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑶
－
１
【
非
課
税
口
座
異
動
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
等
】（

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第

25
条
の

13
の
２
第
４
項
）

 

 
項
番
 

項
目
名
 

入
力
文
字
基
準
 

記
録
要
領
 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類
 

半
角
 

3
文
字
 

「
003」

を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

2 

提
出
者
の
氏
名
 

全
角
 

120
文
字
以
内
 

提
出
者
（
非
課
税
口
座
異
動
届
出
書
を
提
出
し
た
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑶
－
１
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の

ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て

く
だ
さ
い
。
 

3 
提
出
者
の
フ
リ
ガ
ナ
 

全
角
 

120
文
字
以
内
 

提
出
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ

ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

4 
提
出
者
の
生

年
月
日
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字
 

提
出
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
、
明
治
は
「

1」、
大
正
は
「

2」、
昭
和
は
「

3」、
平
成
は
「
4」

を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て

く
だ
さ
い
。
 

（
例
）「

平
成
１
年
４
月

15
日
 
→
 
4,01,04,15」

 

5 
年
 

半
角
 

2
文
字
 

6 
月
 

半
角
 

2
文
字
 

7 
日
 

半
角
 

2
文
字
 

8 
提
出
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地

 
全
角
 

125
文
字
以
内
 

提
出
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

9 
提
出
者
の
個
人
番
号
 

半
角
 

12
文
字
 

提
出
者
の
個
人
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

10 
非
課
税
口
座
の
記
号
又
は
番
号
 

半
角
 

20
文
字
以
内
 

非
課
税
口
座
異
動
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
に
開
設
さ
れ
て
い
る
提
出
者
の
非
課
税
口
座
の
記
号
又
は
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
半
角
英
数
字
又
は
半
角
文
字
の

「
-（

ハ
イ
フ
ン
）」

の
み
で
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。（

例
）「

111-111-111-111」
 

11 
勘
定
設
定
期

間
の
区
分
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字
 

非
課
税
口
座
異
動
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
に
開
設
さ
れ
て
い
る
提
出
者
の
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
に
係
る
勘
定
設
定
期
間
の
次
表
「
勘
定

設
定
期
間
の
区
分
」
欄
に
掲
げ
る
区
分
を
同
表
「
記
録
要
領
」
の
と
お
り
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

勘
定
設
定
期
間
の
区
分
 

記
録
要
領
 

平
成

26
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

29
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
4,26,01,01 

平
成

30
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

33
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
4,30,01,01 

平
成

34
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

35
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
4,34,01,01 

 

12 
年
 

半
角
 

2
文
字
 

13 
月
 

半
角
 

2
文
字
 

14 

日
 

半
角
 

2
文
字
 

15 

提
出
者
の
変
更
前
の
氏
名
 

全
角
 

120
文
字
以
内
 

提
出
者
の
変
更
前
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー

ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

氏
名
に
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、「

前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

16 

提
出
者
の
変
更
前
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

 

全
角
 

120
文
字
以
内
 

提
出
者
の
変
更
前
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、

ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

氏
名
に
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、「

前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

17 
提
出
者
の
変
更
前
の
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地

 
全
角
 

125
文
字
以
内
 

提
出
者
の
変
更
前
の
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
に
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、「

前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

18 
提
出
者
の
変
更
前
の
個
人
番
号
 

半
角
 

12
文
字
 

提
出
者
の
変
更
前
の
個
人
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

個
人
番
号
に
変
更
が
な
い
場
合
は
、「

前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

19 

提
出
者
の
変
更
後
の
氏
名
 

全
角
 

120
文
字
以
内
 

提
出
者
の
変
更
後
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー

ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

氏
名
に
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、「

前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

20 

提
出
者
の
変
更
後
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

 

全
角
 

120
文
字
以
内
 

提
出
者
の
変
更
後
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、

ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

氏
名
に
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、「

前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

21 
提
出
者
の
変
更
後
の
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地

 
全
角
 

125
文
字
以
内
 

提
出
者
の
変
更
後
の
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
に
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、「

前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

22 
提
出
者
の
変
更
後
の
個
人
番
号
 

半
角
 

12
文
字
 

提
出
者
の
変
更
後
の
個
人
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

個
人
番
号
に
変
更
が
な
い
場
合
は
、「

前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

23 
提
出
者
の
基

準
日
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字
 

非
課
税
口
座
異
動
届
出
書
に
係
る
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
定
す
る
際
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
、
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
又
は
非
課
税

口
座
廃
止
通
知
書
（
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑶
－
１
》
に
お
い
て
「
非
課
税
適
用
確
認
書
等
」
と
い
い
ま
す
。）

に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「
4」

を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。
 

（
例
）「

平
成

25
年
１
月
１
日
 
→
 
4,25,01,01」

 

 

24 
年
 

半
角
 

2
文
字
 

25 
月
 

半
角
 

2
文
字
 

26 
日
 

半
角
 

2
文
字
 

（
別
紙
３
－
１
）

  
 

 

 

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑶
【
非
課
税
口
座
異
動
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
等
】

 

 
項
番

 
項
目
名
 

入
力
文
字
基
準

 
記
録
要
領

 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類

 
半
角

 
3
文
字

 
「

003」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

2 

提
出
者
の
氏
名

 

全
角

 
120

文
字
以
内

 

提
出
者
（
非
課
税
口
座
異
動
届
出
書
を
提
出
し
た
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑶
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ

ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ

さ
い
。

 

3 
提
出
者
の
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
提
出
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ

ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

4 
提
出
者
の
生

年
月
日

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
、
明
治
は
「

1」、
大
正
は
「

2」、
昭
和
は
「

3」、
平
成
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て

く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

1
年

4
月

15
日

 
→

 
4,01,04,15」

 

5 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

6 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

7 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

8 
提
出
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
 

全
角

 
125

文
字
以
内

 
提
出
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

9 
非
課
税
口
座
の
記
号
又
は
番
号

 
半
角

 
20
文
字
以
内

 
非
課
税
口
座
異
動
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
に
開
設
さ
れ
て
い
る
提
出
者
の
非
課
税
口
座
の
記
号
又
は
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
半
角
英
数
字
又
は
半
角
文
字
の

「
-（
ハ
イ
フ
ン
）」
の
み
で
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。（

例
）「

111-111-111-111」
 

10 
勘
定
設
定
期

間
の
区
分

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
非
課
税
口
座
異
動
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
に
開
設
さ
れ
て
い
る
提
出
者
の
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
に
係
る
勘
定
設
定
期
間
の
次
表
「
勘
定

設
定
期
間
の
区
分
」
欄
に
掲
げ
る
区
分
を
同
表
「
記
録
要
領
」
の
と
お
り
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

勘
定
設
定
期
間
の
区
分

 
記
録
要
領

 

平
成

26
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

29
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
4,26,01,01 

平
成

30
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

33
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
4,30,01,01 

平
成

34
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

35
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
4,34,01,01 

 

11 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

12 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

13 

日
 

半
角

 
2
文
字

 

14 
提
出
者
の
変
更
前
の
氏
名

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
提
出
者
の
変
更
前
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー

ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

15 
提
出
者
の
変
更
前
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
提
出
者
の
変
更
前
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、

ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

16 
提
出
者
の
変
更
前
の
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
提
出
者
の
変
更
前
の
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
に
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、「

前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

17 
提
出
者
の
変
更
後
の
氏
名

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
提
出
者
の
変
更
後
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー

ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

18 
提
出
者
の
変
更
後
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
提
出
者
の
変
更
後
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、

ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

19 
提
出
者
の
変
更
後
の
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
提
出
者
の
変
更
後
の
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
に
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、「

前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

20 
提
出
者
の
基

準
日

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
非
課
税
口
座
異
動
届
出
書
に
係
る
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
定
す
る
際
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
、
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
又
は
非
課
税

口
座
廃
止
通
知
書
（
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑶
》
に
お
い
て
「
非
課
税
適
用
確
認
書
等
」
と
い
い
ま
す
。）

に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

25
年

1
月

1
日

 
→

 
4,25,01,01」

 

21 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

22 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

23 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

24 
提
出
者
の
基
準
日
に
お
け
る
国
内
の
住
所
（
居
所
）
又

は
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
非
課
税
口
座
異
動
届
出
書
に
係
る
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
定
す
る
際
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
等
に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
に
お
け
る
住
所
（
居

所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

25 
提
出
者
の
整
理
番
号

 
半
角

 
14
文
字

 
非
課
税
口
座
異
動
届
出
書
に
係
る
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
定
す
る
際
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
等
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
て
く
だ

さ
い
。

 

26 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

名
称

 
全
角

 
6
文
字
以
内

 
提
出
者
か
ら
非
課
税
口
座
異
動
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→

 
麹
町
」

 

27 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

番
号

 
半
角

 
5
文
字

 
提
出
者
か
ら
非
課
税
口
座
異
動
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→

 
01101」

 

 

（
別
紙
３
）

  
 



改   正   後 改   正   前 

 

 

 

項
番
 

項
目
名
 

入
力
文
字
基
準
 

記
録
要
領

 

27 
提
出
者
の
基
準
日
に
お
け
る
国
内
の
住
所
（
居
所
）
又

は
所
在
地
 

全
角
 

125
文
字
以
内
 

非
課
税
口
座
異
動
届
出
書
に
係
る
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
定
す
る
際
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
等
に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
に
お
け
る
住
所
（
居

所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

28 
提
出
者
の
整
理
番
号
 

半
角
 

14
文
字
 

非
課
税
口
座
異
動
届
出
書
に
係
る
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
定
す
る
際
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
等
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
て
く
だ

さ
い
。
 

29 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

名
称
 

全
角
 

6
文
字
以
内
 

提
出
者
か
ら
非
課
税
口
座
異
動
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→
 
麹
町
」
 

30 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

番
号
 

半
角
 

5
文
字
 

提
出
者
か
ら
非
課
税
口
座
異
動
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→
 
01101」

 

 

 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改   正   後 改   正   前 

 

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑶
－
２
【
未
成
年
者
口
座
異
動
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
等
】
 

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第

25
条
の

13
の
８
第

17
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第

25
条
の

13
の
２
第
４
項
）
 

 
項
番

 
項
目
名
 

入
力
文
字
基
準

 
記
録
要
領

 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類

 
半
角

 
3
文
字

 
「

003」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

2 

提
出
者
の
氏
名

 

全
角

 
120

文
字
以
内

 

提
出
者
（
未
成
年
者
口
座
異
動
届
出
書
を
提
出
し
た
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑶
－
２
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分

の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ

て
く
だ
さ
い
。

 

3 
提
出
者
の
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
提
出
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ

ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

4 
提
出
者
の
生

年
月
日

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

18
年
４
月

15
日

 
→

 
4,18,04,15」

 

5 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

6 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

7 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

8 
提
出
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
 

全
角

 
125

文
字
以
内

 
提
出
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

9 
提
出
者
の
個
人
番
号

 
半
角

 
12
文
字

 
提
出
者
の
個
人
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

10 
未
成
年
者
口
座
の
記
号
又
は
番
号

 
半
角

 
20
文
字
以
内

 
未
成
年
者
口
座
異
動
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
に
開
設
さ
れ
て
い
る
提
出
者
の
未
成
年
者
口
座
の
記
号
又
は
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
半
角
英
数
字
又
は
半
角
文

字
の
「

-（
ハ
イ
フ
ン
）」

の
み
で
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。（

例
）「

111-111-111-111」
 

11 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

12 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

13 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

14 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

15 

提
出
者
の
変
更
前
の
氏
名

 

全
角

 
120

文
字
以
内

 

提
出
者
の
変
更
前
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー

ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

氏
名
に
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、「

前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

16 

提
出
者
の
変
更
前
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

 

全
角

 
120

文
字
以
内

 

提
出
者
の
変
更
前
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、

ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

氏
名
に
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、「

前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

17 
提
出
者
の
変
更
前
の
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
提
出
者
の
変
更
前
の
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
に
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、「

前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

18 
提
出
者
の
変
更
前
の
個
人
番
号

 
半
角

 
12
文
字

 
提
出
者
の
変
更
前
の
個
人
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

個
人
番
号
に
変
更
が
な
い
場
合
は
、「

前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

19 

提
出
者
の
変
更
後
の
氏
名

 

全
角

 
120

文
字
以
内

 

提
出
者
の
変
更
後
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー

ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

氏
名
に
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、「

前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

20 

提
出
者
の
変
更
後
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ

 

全
角

 
120

文
字
以
内

 

提
出
者
の
変
更
後
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、

ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

氏
名
に
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、「

前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

21 
提
出
者
の
変
更
後
の
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
 

全
角

 
125

文
字
以
内

 
提
出
者
の
変
更
後
の
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
に
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、「

前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

22 
提
出
者
の
変
更
後
の
個
人
番
号

 
半
角

 
12
文
字

 
提
出
者
の
変
更
後
の
個
人
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

個
人
番
号
に
変
更
が
な
い
場
合
は
、「

前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

23 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

24 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

25 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

26 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

27 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
別
紙
３
－
２
）
  

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改   正   後 改   正   前 

                               

 

項
番
 

項
目
名
 

入
力
文
字
基
準
 

記
録
要
領

 

28 
提
出
者
の
整
理
番
号
 

半
角
 

14文
字
 

未
成
年
者
口
座
異
動
届
出
書
に
係
る
未
成
年
者
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
定
す
る
際
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
又
は
未
成
年
者
口
座
廃
止
通
知

書
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

29 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

名
称
 

全
角
 

6文
字
以
内
 

提
出
者
か
ら
未
成
年
者
口
座
異
動
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→
 
麹
町
」
 

30 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

番
号
 

半
角
 

5文
字
 

提
出
者
か
ら
未
成
年
者
口
座
異
動
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→
 
01101」

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改   正   後 改   正   前 

          

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑷
－
１
【
非
課
税
口
座
移
管
依
頼
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
等
】（

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第

25
条
の

13
の
２
第
４
項
）

 

 
項
番
 

項
目
名
 

入
力
文
字
基
準

 
記
録
要
領

 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類

 
半
角
 

3
文
字

 
「
004」

を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

2 

提
出
者
の
氏
名

 

全
角
 

120
文
字
以
内
 

提
出
者
（
非
課
税
口
座
移
管
依
頼
書
を
提
出
し
た
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑷
－
１
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の

ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て

く
だ
さ
い
。
 

3 
提
出
者
の
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角
 

120
文
字
以
内
 

提
出
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ

ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

4 
提
出
者
の
生

年
月
日
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字

 
提
出
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
、
明
治
は
「

1」、
大
正
は
「

2」、
昭
和
は
「
3」、

平
成
は
「
4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て

く
だ
さ
い
。
 

（
例
）「
平
成
１
年
４
月

15
日
 
→
 
4,01,04,15」

 

5 
年
 

半
角
 

2
文
字

 

6 
月
 

半
角
 

2
文
字

 

7 
日
 

半
角
 

2
文
字

 

8 
提
出
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
 

全
角
 

125
文
字
以
内
 

提
出
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

9 
提
出
者
の
個
人
番
号

 
半
角
 

12
文
字
 

提
出
者
の
個
人
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

10 
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角
 

60
文
字
以
内
 

提
出
者
の
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

11 
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在

地
 

全
角
 

125
文
字
以
内
 

提
出
者
の
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

12 
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角
 

60
文
字
以
内
 

提
出
者
の
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

13 
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在

地
 

全
角
 

125
文
字
以
内
 

提
出
者
の
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

14 
移
管
前
の
非
課
税
口
座
の
記
号
又
は
番
号

 
半
角
 

20
文
字
以
内
 

提
出
者
の
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
に
開
設
さ
れ
て
い
る
非
課
税
口
座
の
記
号
又
は
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
半
角
英
数
字
又
は
半
角
文
字
の
「
-（
ハ
イ
フ
ン
）」
の
み
で
入
力

し
て
く
だ
さ
い
。（
例
）「

111-111-111-111」
 

15 
勘
定
設
定
期

間
の
区
分
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字

 
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
に
開
設
さ
れ
て
い
る
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
に
係
る
勘
定
設
定
期
間
の
次
表
「
勘
定
設
定
期
間
の
区
分
」
欄
に
掲
げ
る
区
分
を
同

表
「
記
録
要
領
」
欄
の
と
お
り
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

勘
定
設
定
期
間
の
区
分

 
記
録
要
領
 

平
成

26
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

29
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間
 

4,26,01,01 

平
成

30
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

33
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間
 

4,30,01,01 

平
成

34
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

35
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間
 

4,34,01,01 
 

16 
年
 

半
角
 

2
文
字

 

17 
月
 

半
角
 

2
文
字

 

18 

日
 

半
角
 

2
文
字

 

19 
移
管
希
望
年

月
日
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字

 
提
出
者
の
移
管
を
希
望
す
る
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「
4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。
 

（
例
）「
平
成

28
年
９
月

10
日
 
→
 
4,28,09,10」

 

20 
年
 

半
角
 

2
文
字

 

21 
月
 

半
角
 

2
文
字

 

22 
日
 

半
角
 

2
文
字

 

23 
提
出
者
の
基

準
日
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字

 
非
課
税
口
座
移
管
依
頼
書
に
係
る
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
定
す
る
際
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
、
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
又
は
非
課
税

口
座
廃
止
通
知
書
（
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑷
－
１
》
に
お
い
て
「
非
課
税
適
用
確
認
書
等
」
と
い
い
ま
す
。）

に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「
4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。
 

（
例
）「
平
成

25
年
１
月
１
日
 
→
 
4,25,01,01」

 

24 
年
 

半
角
 

2
文
字

 

25 
月
 

半
角
 

2
文
字

 

26 
日
 

半
角
 

2
文
字

 

27 
提
出
者
の
基
準
日
に
お
け
る
国
内
の
住
所
（
居
所
）
又

は
所
在
地
 

全
角
 

125
文
字
以
内
 

非
課
税
口
座
移
管
依
頼
書
に
係
る
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
定
す
る
際
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
等
に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
に
お
け
る
住
所
（
居

所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

28 
提
出
者
の
整
理
番
号

 
半
角
 

14
文
字
 

非
課
税
口
座
移
管
依
頼
書
に
係
る
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
定
す
る
際
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
等
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
て
く
だ

さ
い
。
 

29 
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄

税
務
署
の
名
称

 
全
角
 

6
文
字
以
内

 
提
出
者
の
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
麹
町
税
務
署
 
→
 
麹
町
」
 

30 
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄

税
務
署
の
番
号

 
半
角
 

5
文
字

 
提
出
者
の
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
麹
町
税
務
署
 
→
 
01101」

 

31 
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄

税
務
署
の
名
称

 
全
角
 

6
文
字
以
内

 
提
出
者
の
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
神
田
税
務
署
 
→
 
神
田
」
 

（
別
紙
４
－
１
）
  

                                 

 

 
○

 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑷
【
非
課
税
口
座
移
管
依
頼
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
等
】

 

 
項
番
 

項
目
名
 

入
力
文
字
基
準
 

記
録
要
領
 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類
 

半
角

 
3
文
字
 

「
004」

を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

2 

提
出
者
の
氏
名

 

全
角

 
120

文
字
以
内
 

提
出
者
（
非
課
税
口
座
移
管
依
頼
書
を
提
出
し
た
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑷
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ

ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ

さ
い
。
 

3 
提
出
者
の
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角

 
120

文
字
以
内
 

提
出
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ

ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

4 
提
出
者
の
生

年
月
日

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字
 

提
出
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
、
明
治
は
「

1」、
大
正
は
「
2」、

昭
和
は
「

3」、
平
成
は
「
4」

を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て

く
だ
さ
い
。
 

（
例
）「

平
成

1
年

4
月

15
日
 
→
 
4,01,04,15」

 

5 
年
 

半
角

 
2
文
字
 

6 
月
 

半
角

 
2
文
字
 

7 
日
 

半
角

 
2
文
字
 

8 
提
出
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
 

全
角

 
125

文
字
以
内
 

提
出
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

9 
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角

 
60
文
字
以
内
 

提
出
者
の
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

10 
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在

地
 

全
角

 
125

文
字
以
内
 

提
出
者
の
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

11 
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角

 
60
文
字
以
内
 

提
出
者
の
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

12 
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在

地
 

全
角

 
125

文
字
以
内
 

提
出
者
の
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

13 
移
管
前
の
非
課
税
口
座
の
記
号
又
は
番
号

 
半
角

 
20
文
字
以
内
 

提
出
者
の
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
に
開
設
さ
れ
て
い
る
非
課
税
口
座
の
記
号
又
は
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
半
角
英
数
字
又
は
半
角
文
字
の
「
-（

ハ
イ
フ
ン
）」

の
み
で
入
力

し
て
く
だ
さ
い
。（

例
）「

111-111-111-111」
 

14 
勘
定
設
定
期

間
の
区
分

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字
 

移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
に
開
設
さ
れ
て
い
る
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
に
係
る
勘
定
設
定
期
間
の
次
表
「
勘
定
設
定
期
間
の
区
分
」
欄
に
掲
げ
る
区
分
を
同

表
「
記
録
要
領
」
欄
の
と
お
り
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

勘
定
設
定
期
間
の
区
分

 
記
録
要
領

 

平
成

26
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

29
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間
 

4,26,01,01 

平
成

30
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

33
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間
 

4,30,01,01 

平
成

34
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

35
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間
 

4,34,01,01 
 

15 
年
 

半
角

 
2
文
字
 

16 
月
 

半
角

 
2
文
字
 

17 

日
 

半
角

 
2
文
字
 

18 
移
管
希
望
年

月
日
 

元
号
 

半
角

 
1
文
字
 

提
出
者
の
移
管
を
希
望
す
る
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

26
年

9
月

10
日
 
→
 
4,26,09,10」

 

19 
年
 

半
角

 
2
文
字
 

20 
月
 

半
角

 
2
文
字
 

21 
日
 

半
角

 
2
文
字
 

22 
提
出
者
の
基

準
日
 

元
号
 

半
角

 
1
文
字
 

非
課
税
口
座
移
管
依
頼
書
に
係
る
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
定
す
る
際
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
、
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
又
は
非
課
税

口
座
廃
止
通
知
書
（
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑷
》
に
お
い
て
「
非
課
税
適
用
確
認
書
等
」
と
い
い
ま
す
。）

に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

25
年

1
月

1
日
 
→
 
4,25,01,01」

 

23 
年
 

半
角

 
2
文
字
 

24 
月
 

半
角

 
2
文
字
 

25 
日
 

半
角

 
2
文
字
 

26 
提
出
者
の
基
準
日
に
お
け
る
国
内
の
住
所
（
居
所
）
又

は
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内
 

非
課
税
口
座
移
管
依
頼
書
に
係
る
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
定
す
る
際
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
等
に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
に
お
け
る
住
所
（
居

所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

27 
提
出
者
の
整
理
番
号

 
半
角

 
14
文
字
 

非
課
税
口
座
移
管
依
頼
書
に
係
る
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
定
す
る
際
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
等
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
て
く
だ

さ
い
。
 

28 
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄

税
務
署
の
名
称

 
全
角

 
6
文
字
以
内
 

提
出
者
の
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→
 
麹
町
」
 

29 
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄

税
務
署
の
番
号

 
半
角

 
5
文
字
 

提
出
者
の
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→
 
01101」

 

30 

移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄

税
務
署
の
名
称

 
全
角

 
6
文
字
以
内
 

提
出
者
の
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

神
田
税
務
署

 
→
 
神
田
」
 

 

（
別
紙
４
）

  
 

 



改   正   後 改   正   前 

 

 

項
番
 

項
目
名
 

入
力
文
字
基
準
 

記
録
要
領
 

32 
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄

税
務
署
の
番
号
 

半
角
 

5文
字
 

提
出
者
の
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
神
田
税
務
署

 
→
 
01103」

 

 

 
          

                                 

 

項
番
 

項
目
名
 

入
力
文
字
基
準
 

記
録
要
領
 

31 
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄

税
務
署
の
番
号
 

半
角
 

5
文
字
 

提
出
者
の
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
神
田
税
務
署

 
→
 
01103」

 

 

 
 

 



改   正   後 改   正   前 

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑷
－
２
【
未
成
年
者
口
座
移
管
依
頼
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
等
】
 

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第

25
条
の

13
の
８
第

17
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第

25
条
の

13
の
２
第
４
項
）
 

 
項
番

 
項
目
名
 

入
力
文
字
基
準

 
記
録
要
領

 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類

 
半
角

 
3
文
字

 
「

004」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

2 

提
出
者
の
氏
名

 

全
角

 
120

文
字
以
内

 

提
出
者
（
未
成
年
者
口
座
移
管
依
頼
書
を
提
出
し
た
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑷
－
２
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分

の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ

て
く
だ
さ
い
。

 

3 
提
出
者
の
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
提
出
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ

ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

4 
提
出
者
の
生

年
月
日

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
平
成

18
年
４
月

15
日

 
→

 
4,18,04,15」

 

5 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

6 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

7 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

8 
提
出
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
提
出
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

9 
提
出
者
の
個
人
番
号

 
半
角

 
12
文
字

 
提
出
者
の
個
人
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

10 
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角

 
60
文
字
以
内

 
提
出
者
の
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

11 
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在

地
 

全
角

 
125

文
字
以
内

 
提
出
者
の
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

12 
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角

 
60
文
字
以
内

 
提
出
者
の
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

13 
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在

地
 

全
角

 
125

文
字
以
内

 
提
出
者
の
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

14 
移
管
前
の
未
成
年
者
口
座
の
記
号
又
は
番
号
 

半
角

 
20
文
字
以
内

 
提
出
者
の
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
に
開
設
さ
れ
て
い
る
未
成
年
者
口
座
の
記
号
又
は
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
半
角
英
数
字
又
は
半
角
文
字
の
「

-（
ハ
イ
フ
ン
）」
の
み
で
入

力
し
て
く
だ
さ
い
。（
例
）「

111-111-111-111」
 

15 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

16 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

17 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

18 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

19 
移
管
希
望
年

月
日

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
の
移
管
を
希
望
す
る
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
平
成

28
年
９
月

10
日

 
→

 
4,28,09,10」

 

20 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

21 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

22 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

23 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

24 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

25 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

26 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

27 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

28 
提
出
者
の
整
理
番
号

 
半
角

 
14
文
字

 
未
成
年
者
口
座
移
管
依
頼
書
に
係
る
未
成
年
者
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
定
す
る
際
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
又
は
未
成
年
者
口
座
廃
止
通
知

書
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

29 
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄

税
務
署
の
名
称

 
全
角

 
6
文
字
以
内

 
提
出
者
の
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
麹
町
税
務
署

 
→

 
麹
町
」

 

30 
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄

税
務
署
の
番
号

 
半
角

 
5
文
字

 
提
出
者
の
移
管
前
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
麹
町
税
務
署

 
→

 
01101」

 

31 
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄

税
務
署
の
名
称

 
全
角

 
6
文
字
以
内

 
提
出
者
の
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
神
田
税
務
署

 
→

 
神
田
」

 

32 
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄

税
務
署
の
番
号

 
半
角

 
5
文
字

 
提
出
者
の
移
管
先
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
神
田
税
務
署

 
→

 
01103」

 

（
別
紙
４
－
２
）
  

  

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改   正   後 改   正   前 

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑸
－
１
【
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
お
い
て
事
業
譲
渡
等
が
あ
っ
た
場
合
に
提
供
す
べ
き
事
項
（
非
課
税
口
座
）】

 

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第

25
条
の

13
の
３
第
２
項
）

 

 
項
番
 

項
目
名
 

入
力
文
字
基
準
 

記
録
要
領
 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類

 
半
角
 

3
文
字
 

「
005」

を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

2 

氏
名
 

全
角
 

120
文
字
以
内

 

移
管
先
の
営
業
所
（
事
業
の
譲
渡
若
し
く
は
合
併
若
し
く
は
分
割
又
は
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
新
設
若
し
く
は
廃
止
若
し
く
は
業
務
を
行
う
区
域
の
変
更
に
よ
り
、
そ
の
事
業
の
譲
渡
を
受
け
た
金

融
商
品
取
引
業
者
等
若
し
く
は
そ
の
合
併
に
よ
り
設
立
し
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
若
し
く
は
そ
の
合
併
後
存
続
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
若
し
く
は
そ
の
分
割
に
よ
り
資
産
及
び
負
債
の
移
転
を
受
け
た
金

融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
又
は
同
一
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
他
の
営
業
所
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑸
－
１
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）
に
移
管
が
さ
れ
た
非
課
税
口
座

を
開
設
し
て
い
る
居
住
者
又
は
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー

ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

3 
フ
リ
ガ
ナ
 

全
角
 

120
文
字
以
内

 
移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
非
課
税
口
座
を
開
設
し
て
い
る
居
住
者
又
は
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ

り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

4 
生
年
月
日
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字
 

移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
非
課
税
口
座
を
開
設
し
て
い
る
居
住
者
又
は
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
、
明
治
は
「
1」、

大
正
は
「

2」、
昭
和
は
「
3」、

平
成
は
「
4」

を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て

く
だ
さ
い
。
 

（
例
）「

平
成
１
年
４
月

15
日
 
→
 
4,01,04,15」

 

5 
年
 

半
角
 

2
文
字
 

6 
月
 

半
角
 

2
文
字
 

7 
日
 

半
角
 

2
文
字
 

8 
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地

 
全
角
 

125
文
字
以
内

 
移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
非
課
税
口
座
を
開
設
し
て
い
る
居
住
者
又
は
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

9 
個
人
番
号
 

半
角
 

12
文
字
 

移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
非
課
税
口
座
を
開
設
し
て
い
る
居
住
者
又
は
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
の
個
人
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

10 
基
準
日
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字
 

移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
定
す
る
際
に
提
出
が
さ
れ
た
非
課
税
適
用
確
認
書
、
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
又
は
非
課
税
口
座
廃
止

通
知
書
（
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑸
－
１
》
に
お
い
て
「
非
課
税
適
用
確
認
書
等
」
と
い
い
ま
す
。）

に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「
4」

を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

25
年
１
月
１
日
 
→
 
4,25,01,01」

 

11 
年
 

半
角
 

2
文
字
 

12 
月
 

半
角
 

2
文
字
 

13 
日
 

半
角
 

2
文
字
 

14 
基
準
日
に
お
け
る
国
内
の
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地

 
全
角
 

125
文
字
以
内

 
移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
定
す
る
際
に
提
出
が
さ
れ
た
非
課
税
適
用
確
認
書
等
に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
に
お
け
る
住
所
（
居
所
）
又
は

所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

15 
整
理
番
号
 

半
角
 

14
文
字
 

移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
定
す
る
際
に
提
出
が
さ
れ
た
非
課
税
適
用
確
認
書
等
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

16 
移
管
先
の
非
課
税
口
座
の
記
号
又
は
番
号

 
半
角
 

20
文
字
以
内

 
移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
非
課
税
口
座
の
そ
の
移
管
先
の
営
業
所
に
お
け
る
記
号
又
は
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
半
角
英
数
字
又
は
半
角
文
字
の
「
-（

ハ
イ
フ
ン
）」

の
み
で
入
力
し
て

く
だ
さ
い
。（

例
）「

111-111-111-111」
 

17 
勘
定
設
定
期

間
の
区
分
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字
 

移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
に
係
る
勘
定
設
定
期
間
の
次
表
「
勘
定
設
定
期
間
の
区
分
」
欄
に
掲
げ
る
区
分
を
同
表
「
記
録
要
領
」
欄
の
と
お

り
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

勘
定
設
定
期
間
の
区
分
 

記
録
要
領
 

平
成

26
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

29
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
4,26,01,01 

平
成

30
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

33
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
4,30,01,01 

平
成

34
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

35
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
4,34,01,01 

 

18 
年
 

半
角
 

2
文
字
 

19 
月
 

半
角
 

2
文
字
 

20 

日
 

半
角
 

2
文
字
 

21 
移
管
前
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角
 

60
文
字
以
内

 
移
管
前
の
営
業
所
（
移
管
先
の
営
業
所
に
非
課
税
口
座
に
関
す
る
事
務
を
移
管
し
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑸

-１
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）

の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

22 
移
管
前
の
営
業
所
の
所
在
地

 
全
角
 

125
文
字
以
内

 
移
管
前
の
営
業
所
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

23 
移
管
前
の
営
業
所
の
法
人
番
号

 
半
角
 

13
文
字
 

移
管
前
の
営
業
所
に
係
る
金
融
商
品
取
引
業
者
の
法
人
番
号
（
番
号
法
第
２
条
第

15
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
い
ま
す
。
以
下
別
紙
５
－
２
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）

を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

24 
移
管
先
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角
 

60
文
字
以
内

 
移
管
先
の
営
業
所
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

25 
移
管
先
の
営
業
所
の
所
在
地

 
全
角
 

125
文
字
以
内

 
移
管
先
の
営
業
所
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

26 
移
管
年
月
日
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字
 

移
管
が
さ
れ
た
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「
4」

を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

28
年
９
月

10
日
 
→
 
4,28,09,10」

 

27 
年
 

半
角
 

2
文
字
 

28 
月
 

半
角
 

2
文
字
 

29 
日
 

半
角
 

2
文
字
 

30 
移
管
先
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の
名
称

 
全
角
 

6
文
字
以
内

 
移
管
先
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署
 
→
 
麹
町
」
 

31 
移
管
先
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
 

半
角
 

5
文
字
 

移
管
先
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署
 
→
 
01101」

 

（
別
紙
５
－
１
）
  

 

          

 
○

 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑸
【
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
お
い
て
事
業
譲
渡
等
が
あ
っ
た
場
合
に
提
供
す
べ
き
事
項
】

 

 
項
番
 

項
目
名
 

入
力
文
字
基
準
 

記
録
要
領
 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類
 

半
角

 
3
文
字
 

「
005」

を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

2 

氏
名
 

全
角

 
120

文
字
以
内
 

移
管
先
の
営
業
所
（
事
業
の
譲
渡
若
し
く
は
合
併
若
し
く
は
分
割
又
は
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
新
設
若
し
く
は
廃
止
若
し
く
は
業
務
を
行
う
区
域
の
変
更
に
よ
り
、
そ
の
事
業
の
譲
渡
を
受
け
た
金

融
商
品
取
引
業
者
等
若
し
く
は
そ
の
合
併
に
よ
り
設
立
し
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
若
し
く
は
そ
の
合
併
後
存
続
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
若
し
く
は
そ
の
分
割
に
よ
り
資
産
及
び
負
債
の
移
転
を
受
け
た
金

融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
又
は
同
一
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
他
の
営
業
所
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑸
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）
に
移
管
が
さ
れ
た
非
課
税
口
座
を
開

設
し
て
い
る
居
住
者
又
は
国
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ

ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

3 

フ
リ
ガ
ナ

 

全
角

 
120

文
字
以
内
 

移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
非
課
税
口
座
を
開
設
し
て
い
る
居
住
者
又
は
国
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー

ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ

い
。
 

4 
生
年
月
日

 
元
号
 

半
角

 
1
文
字
 

移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
非
課
税
口
座
を
開
設
し
て
い
る
居
住
者
又
は
国
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
、
明
治
は
「

1」、
大
正
は
「
2」、

昭
和
は
「

3」、
平
成
は
「
4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て

く
だ
さ
い
。
 

（
例
）「
平
成

1
年

4
月

15
日
 
→
 
4,01,04,15」

 

5 
年
 

半
角

 
2
文
字
 

6 
月
 

半
角

 
2
文
字
 

7 
日
 

半
角

 
2
文
字
 

8 
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内
 

移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
非
課
税
口
座
を
開
設
し
て
い
る
居
住
者
又
は
国
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

9 
基
準
日

 
元
号
 

半
角

 
1
文
字
 

移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
定
す
る
際
に
提
出
が
さ
れ
た
非
課
税
適
用
確
認
書
、
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
又
は
非
課
税
口
座
廃
止

通
知
書
（
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑸
》
に
お
い
て
「
非
課
税
適
用
確
認
書
等
」
と
い
い
ま
す
。）

に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
平
成

25
年

1
月

1
日
 
→
 
4,25,01,01」

 

10 
年
 

半
角

 
2
文
字
 

11 
月
 

半
角

 
2
文
字
 

12 
日
 

半
角

 
2
文
字
 

13 
基
準
日
に
お
け
る
国
内
の
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内
 

移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
定
す
る
際
に
提
出
が
さ
れ
た
非
課
税
適
用
確
認
書
等
に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
に
お
け
る
住
所
（
居
所
）
又
は

所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

14 
整
理
番
号

 
半
角

 
14
文
字
 

移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
定
す
る
際
に
提
出
が
さ
れ
た
非
課
税
適
用
確
認
書
等
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

15 
移
管
先
の
非
課
税
口
座
の
記
号
又
は
番
号

 
半
角

 
20
文
字
以
内
 

移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
非
課
税
口
座
の
そ
の
移
管
先
の
営
業
所
に
お
け
る
記
号
又
は
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
半
角
英
数
字
又
は
半
角
文
字
の
「
-（
ハ
イ
フ
ン
）」
の
み
で
入
力
し
て

く
だ
さ
い
。（
例
）「

111-111-111-111」
 

16 
勘
定
設
定
期

間
の
区
分

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字
 

移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
非
課
税
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
に
係
る
勘
定
設
定
期
間
の
次
表
「
勘
定
設
定
期
間
の
区
分
」
欄
に
掲
げ
る
区
分
を
同
表
「
記
録
要
領
」
欄
の
と
お

り
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

勘
定
設
定
期
間
の
区
分

 
記
録
要
領

 

平
成

26
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

29
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間
 

4,26,01,01 

平
成

30
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

33
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間
 

4,30,01,01 

平
成

34
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

35
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間
 

4,34,01,01 
 

17 
年
 

半
角

 
2
文
字
 

18 
月
 

半
角

 
2
文
字
 

19 

日
 

半
角

 
2
文
字
 

20 
移
管
前
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角

 
60
文
字
以
内
 

移
管
前
の
営
業
所
（
移
管
先
の
営
業
所
に
非
課
税
口
座
に
関
す
る
事
務
を
移
管
し
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑸
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）
の

名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

21 
移
管
前
の
営
業
所
の
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内
 

移
管
前
の
営
業
所
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

22 
移
管
先
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角

 
60
文
字
以
内
 

移
管
先
の
営
業
所
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

23 
移
管
先
の
営
業
所
の
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内
 

移
管
先
の
営
業
所
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

24 
移
管
年
月
日

 
元
号
 

半
角

 
1
文
字
 

移
管
が
さ
れ
た
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
平
成

26
年

9
月

10
日
 
→
 
4,26,09,10」

 

25 
年
 

半
角

 
2
文
字
 

26 
月
 

半
角

 
2
文
字
 

27 
日
 

半
角

 
2
文
字
 

28 
移
管
先
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の
名
称

 
全
角

 
6
文
字
以
内
 

移
管
先
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
麹
町
税
務
署

 
→
 
麹
町
」
 

29 
移
管
先
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の
番
号

 
半
角

 
5
文
字
 

移
管
先
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
麹
町
税
務
署

 
→
 
01101」

 

 

（
別
紙
５
）

  
 



改   正   後 改   正   前 

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑸
－
２
【
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
お
い
て
事
業
譲
渡
等
が
あ
っ
た
場
合
に
提
供
す
べ
き
事
項
（
未
成
年
者
口
座
）】

 

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第

25
条
の

13
の
８
第

17
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第

25
条
の

13
の
３
第
２
項
）

 

 
項
番

 
項
目
名
 

入
力
文
字
基
準

 
記
録
要
領

 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類

 
半
角

 
3
文
字

 
「

005」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

2 

氏
名

 

全
角

 
120

文
字
以
内

 

移
管
先
の
営
業
所
（
事
業
の
譲
渡
若
し
く
は
合
併
若
し
く
は
分
割
又
は
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
新
設
若
し
く
は
廃
止
若
し
く
は
業
務
を
行
う
区
域
の
変
更
に
よ
り
、
そ
の
事
業
の
譲
渡
を
受
け
た
金

融
商
品
取
引
業
者
等
若
し
く
は
そ
の
合
併
に
よ
り
設
立
し
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
若
し
く
は
そ
の
合
併
後
存
続
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
若
し
く
は
そ
の
分
割
に
よ
り
資
産
及
び
負
債
の
移
転
を
受
け
た
金

融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
又
は
同
一
の
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
他
の
営
業
所
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑸
－
２
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）
に
移
管
が
さ
れ
た
未
成
年
者
口

座
を
開
設
し
て
い
る
居
住
者
又
は
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ

ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

3 
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
未
成
年
者
口
座
を
開
設
し
て
い
る
居
住
者
又
は
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に

よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

4 
生
年
月
日

 
元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
未
成
年
者
口
座
を
開
設
し
て
い
る
居
住
者
又
は
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

18
年
４
月

15
日

 
→

 
4,18,04,15」

 

5 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

6 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

7 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

8 
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
未
成
年
者
口
座
を
開
設
し
て
い
る
居
住
者
又
は
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
の
現
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

9 
個
人
番
号

 
半
角

 
12
文
字

 
移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
未
成
年
者
口
座
を
開
設
し
て
い
る
居
住
者
又
は
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
の
個
人
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

10 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

11 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

12 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

13 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

14 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

15 
整
理
番
号

 
半
角

 
14
文
字

 
移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
未
成
年
者
口
座
に
現
に
設
け
ら
れ
て
い
る
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
定
す
る
際
に
提
出
が
さ
れ
た
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
等
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
て
く

だ
さ
い
。

 

16 
移
管
先
の
未
成
年
者
口
座
の
記
号
又
は
番
号
 

半
角

 
20
文
字
以
内

 
移
管
先
の
営
業
所
に
移
管
が
さ
れ
た
未
成
年
者
口
座
の
そ
の
移
管
先
の
営
業
所
に
お
け
る
記
号
又
は
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
半
角
英
数
字
又
は
半
角
文
字
の
「

-（
ハ
イ
フ
ン
）」

の
み
で
入
力
し

て
く
だ
さ
い
。（

例
）「

111-111-111-111」
 

17 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

18 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

19 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

20 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

21 
移
管
前
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角

 
60
文
字
以
内

 
移
管
前
の
営
業
所
（
移
管
先
の
営
業
所
に
未
成
年
者
口
座
に
関
す
る
事
務
を
移
管
し
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑸
－
２
》
に
お
い
て
同
じ
で

す
。）

の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

22 
移
管
前
の
営
業
所
の
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
移
管
前
の
営
業
所
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

23 
移
管
前
の
営
業
所
の
法
人
番
号

 
半
角

 
13
文
字

 
移
管
前
の
営
業
所
に
係
る
金
融
商
品
取
引
業
者
の
法
人
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

24 
移
管
先
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角

 
60
文
字
以
内

 
移
管
先
の
営
業
所
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

25 
移
管
先
の
営
業
所
の
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
移
管
先
の
営
業
所
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

26 
移
管
年
月
日

 
元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
移
管
が
さ
れ
た
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

28
年
９
月

10
日

 
→

 
4,28,09,10」

 

27 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

28 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

29 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

30 
移
管
先
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
 

全
角

 
6
文
字
以
内

 
移
管
先
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→

 
麹
町
」

 

31 
移
管
先
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の
番
号

 
半
角

 
5
文
字

 
移
管
先
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→

 
01101」

 

 

（
別
紙
５
－
２
）

  
 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改   正   後 改   正   前 

           

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑹
【
変
更
届
出
事
項
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
等
）】（

租
税
特
別
措
置
法
第

37
条
の

14
第

16
項
）

 

 
項
番

 
項
目
名
 

入
力
文
字
基
準

 
記
録
要
領

 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類

 
半
角

 
3
文
字

 
「

006」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

2 
提
出
年
月
日

 
元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
を
提
出
し
た
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑹
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）
が
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
を
金
融
商
品
取
引

業
者
等
の
営
業
所
の
長
に
提
出
し
た
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
平
成

28
年
４
月

1
日

 
→

 
4,28,04,01」

 

3 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

4 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

5 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

6 
提
出
者
の
氏
名

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
提
出
者
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に

記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

7 
提
出
者
の
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
提
出
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ

ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

8 
提
出
者
の
生

年
月
日

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
、
明
治
は
「

1」、
大
正
は
「

2」、
昭
和
は
「

3」、
平
成
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て

く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
平
成
元
年
４
月

15
日

 
→

 
4,01,04,15」

 

9 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

10 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

11 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

12 
提
出
者
の
個
人
番
号

 
半
角

 
12
文
字

 
提
出
者
の
個
人
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

13 
提
出
者
の
基

準
日

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
の
日
以
前
の
直
近
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
、
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
又
は
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
（
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内

容
及
び
記
録
要
領
⑹
》
に
お
い
て
「
非
課
税
適
用
確
認
書
等
」
と
い
い
ま
す
。）

に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
平
成

25
年
１
月
１
日

 
→

 
4,25,01,01」

 

14 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

15 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

16 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

17 
提
出
者
の
基
準
日
に
お
け
る
国
内
の
住
所
（
居
所
）
又

は
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
の
日
以
前
の
直
近
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
等
に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
に
お
け
る
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録

し
て
く
だ
さ
い
。

 

18 
提
出
者
の
整
理
番
号

 
半
角

 
14
文
字

 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
の
日
以
前
の
直
近
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
等
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

19 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角

 
60
文
字
以
内

 
提
出
者
か
ら
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

20 
非
課
税
管
理

勘
定
の
年
分

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
非
課
税
管
理
勘
定
の
年
分
の
元
号
及
び
年
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」
は
、
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
平
成

28
年
分

 
→

 
4,28」

 
21 

年
 

半
角

 
2
文
字

 

22 
勘
定
設
定
期

間
の
区
分

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
非
課
税
管
理
勘
定
に
係
る
勘
定
設
定
期
間
の
次
表
「
勘
定
設
定
期
間
の
区
分
」
欄
に
掲
げ
る
区
分
を
同
表
「
記
録
要
領
」
欄
の

と
お
り
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

勘
定
設
定
期
間
の
区
分

 
記
録
要
領

 

平
成

26
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

29
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
4,26 

平
成

30
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

33
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
4,30 

平
成

34
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

35
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
4,34 

 

23 

年
 

半
角

 
2
文
字

 

24 

非
課
税
管
理
勘
定
を
廃
止
し
た
旨
等

 

半
角

 
1
文
字

 

金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
に
よ
り
、
①
非
課
税
管
理
勘
定
の
廃
止
を
行
い
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
分
以
後
の
各
年
（
同
日
の
属
す
る
勘

定
設
定
期
間
内
の
各
年
に
限
り
ま
す
。）
に
お
い
て
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
け
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
に
は
「

0」
を
、
②
非
課
税
管
理
勘
定
の
廃
止
を
行
わ
ず
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提

出
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
分
以
後
の
各
年
（
同
日
の
属
す
る
勘
定
設
定
期
間
内
の
各
年
に
限
り
ま
す
。）
に
お
い
て
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
け
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
に
は
「

1」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

25 

上
場
株
式
等
の
受
入
れ
を
し
て
い
な
い
旨

 

半
角

 
1
文
字

 

項
番

24
に
「

0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
提
出
者
か
ら
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
日
以
前
に
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た

非
課
税
管
理
勘
定
に
上
場
株
式
等
の
受
入
れ
を
し
て
い
な
い
場
合
に
は
「

0」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

項
番

24
に
「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

26 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

名
称

 
全
角

 
6
文
字
以
内

 
提
出
者
か
ら
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
麹
町
税
務
署

 
→

 
麹
町
」

 

27 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

番
号

 
半
角

 
5
文
字

 
提
出
者
か
ら
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
麹
町
税
務
署

 
→

 
01101」

 

 

（
別
紙
６
）

  
 

 

   
○

 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑹
【
変
更
届
出
事
項
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
等
）】（

租
税
特
別
措
置
法
第

37
条
の

14
第

16
項
）

 

 
項
番

 
項
目
名
 

入
力
文
字
基
準

 
記
録
要
領

 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類

 
半
角

 
3
文
字

 
「

006」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

2 
提
出
年
月
日

 
元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
（
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
を
提
出
し
た
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑹
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）
が
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
を
金
融
商
品
取
引

業
者
等
の
営
業
所
の
長
に
提
出
し
た
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
平
成

27
年

4
月

1
日

 
→

 
4,27,04,01」

 

3 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

4 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

5 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

6 
提
出
者
の
氏
名

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
提
出
者
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に

記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

7 
提
出
者
の
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
提
出
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ

ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

8 
提
出
者
の
生

年
月
日

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
、
明
治
は
「

1」、
大
正
は
「

2」、
昭
和
は
「

3」、
平
成
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て

く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
平
成
元
年

4
月

15
日

 
→

 
4,01,04,15」

 

9 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

10 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

11 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

12 
提
出
者
の
基

準
日

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
の
日
以
前
の
直
近
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
、
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
又
は
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
（
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内

容
及
び
記
録
要
領
⑹
》
に
お
い
て
「
非
課
税
適
用
確
認
書
等
」
と
い
い
ま
す
。）

に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
平
成

25
年

1
月

1
日

 
→

 
4,25,01,01」

 

13 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

14 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

15 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

16 
提
出
者
の
基
準
日
に
お
け
る
国
内
の
住
所
（
居
所
）
又

は
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
の
日
以
前
の
直
近
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
等
に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
に
お
け
る
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録

し
て
く
だ
さ
い
。

 

17 
提
出
者
の
整
理
番
号

 
半
角

 
14
文
字

 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
の
日
以
前
の
直
近
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
等
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

18 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角

 
60
文
字
以
内

 
提
出
者
か
ら
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

19 
非
課
税
管
理

勘
定
の
年
分

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
非
課
税
管
理
勘
定
の
年
分
の
元
号
及
び
年
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」
は
、
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
平
成

27
年
分

 
→

 
4,27」

 
20 

年
 

半
角

 
2
文
字

 

21 
勘
定
設
定
期

間
の
区
分

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
非
課
税
管
理
勘
定
に
係
る
勘
定
設
定
期
間
の
次
表
「
勘
定
設
定
期
間
の
区
分
」
欄
に
掲
げ
る
区
分
を
同
表
「
記
録
要
領
」
欄
の

と
お
り
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

勘
定
設
定
期
間
の
区
分

 
記
録
要
領

 

平
成

26
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

29
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
4,26 

平
成

30
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

33
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
4,30 

平
成

34
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

35
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
4,34 

 

22 

年
 

半
角

 
2
文
字

 

23 

非
課
税
管
理
勘
定
を
廃
止
し
た
旨
等

 

半
角

 
1
文
字

 

金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
に
よ
り
、
①
非
課
税
管
理
勘
定
の
廃
止
を
行
い
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
分
以
後
の
各
年
（
同
日
の
属
す
る
勘

定
設
定
期
間
内
の
各
年
に
限
り
ま
す
。）
に
お
い
て
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
け
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
に
は
「

0」
を
、
②
非
課
税
管
理
勘
定
の
廃
止
を
行
わ
ず
、
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提

出
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
分
以
後
の
各
年
（
同
日
の
属
す
る
勘
定
設
定
期
間
内
の
各
年
に
限
り
ま
す
。）
に
お
い
て
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
け
な
い
こ
と
と
し
た
場
合
に
は
「

1」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

24 

上
場
株
式
等
の
受
入
れ
を
し
て
い
な
い
旨

 

半
角

 
1
文
字

 

項
番

23
に
「

0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
提
出
者
か
ら
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
日
以
前
に
当
該
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た

非
課
税
管
理
勘
定
に
上
場
株
式
等
の
受
入
れ
を
し
て
い
な
い
場
合
に
は
「

0」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

項
番

23
に
「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

25 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

名
称

 
全
角

 
6
文
字
以
内

 
提
出
者
か
ら
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
麹
町
税
務
署

 
→

 
麹
町
」

 

26 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

番
号

 
半
角

 
5
文
字

 
提
出
者
か
ら
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「
麹
町
税
務
署

 
→

 
01101」

 

 

（
別
紙
６
）

  
 

 



改   正   後 改   正   前 

 

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑺
－
１
【
廃
止
届
出
事
項
（
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
等
に
記
載
さ
れ
た
事
項
等
）】

 

（
租
税
特
別
措
置
法
第

37
条
の

14
第

19
項
）
 

 
項
番
 

項
目
名
 

入
力
文
字
基
準
 

記
録
要
領
 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類
 

半
角
 

3
文
字
 

「
007」

を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

2 

非
課
税
口
座
を
廃
止
し
た
旨
 

半
角
 

1
文
字
 

非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
に
よ
り
非
課
税
口
座
を
廃
止
し
た
場
合
に
は
「

1」
を
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第

25
条
の

13
の
４
第
２
項
に
規
定
す
る
出
国
の
時
に
租
税
特
別
措
置
法
法
第

37
条
の

14

第
17
項
に
規
定
す
る
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
を
非
課
税
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
に
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
（
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑺
－

１
》
に
お
い
て
「
み
な
し
提
出
」
と
い
い
ま
す
。）

に
よ
り
非
課
税
口
座
を
廃
止
し
た
場
合
に
は
「

0」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

3 
提
出
年
月

日
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字
 

提
出
者
（
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
を
提
出
し
た
者
、
み
な
し
提
出
に
よ
り
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
又
は
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
交
付
申
請
書
を
提
出
し
た
者
を
い
い
ま

す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑺
-１

》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）
が
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
を
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
に
提
出
し
た
年
月
日
又
は
み
な
し
提
出
が
あ
っ
た
年
月
日

（
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑺
-１

》
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
年
月
日
を
「
提
出
の
日
」
と
い
い
ま
す
。）

の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「
4」

を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。
 

（
例
）「

平
成

28
年

10
月

1
日
 
→
 
4,28,10,01」

 

4 
年
 

半
角
 

2
文
字
 

5 
月
 

半
角
 

2
文
字
 

6 
日
 

半
角
 

2
文
字
 

7 
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
交
付
申
請
書
の
提
出
を
受

け
た
旨
 

半
角
 

1
文
字
 

提
出
者
か
ら
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成

26
年
政
令
第

145
号
）
附
則
第

11
条
第
６
項
に
基
づ
き
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
交
付
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
「

1」

を
、
提
出
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
は
「
0」

を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

8 
非
課
税
口

座
廃
止
通

知
書
交
付

申
請
書
の

提
出
年
月

日
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字
 

項
番

7
に
「
1」

が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
交
付
申
請
書
の
提
出
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「
4」

を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。
 

（
例
）「

平
成

28
年

10
月
１
日
 
→
 
4,28,10,01」

 

項
番

7
に
「
0」

が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目
,,,,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

9 
年
 

半
角
 

2
文
字
 

10 
月
 

半
角
 

2
文
字
 

11 

日
 

半
角
 

2
文
字
 

12 
提
出
者
の
氏
名
 

全
角
 

120
文
字
以
内
 

提
出
者
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記

録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

13 
提
出
者
の
フ
リ
ガ
ナ
 

全
角
 

120
文
字
以
内
 

提
出
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー

ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

14 
提
出
者
の

生
年
月
日
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字
 

提
出
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
、
明
治
は
「
1」、

大
正
は
「
2」、

昭
和
は
「

3」、
平
成
は
「
4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く

だ
さ
い
。
 

（
例
）「

平
成
元
年
４
月

15
日
 
→
 
4,01,04,15」

 

15 
年
 

半
角
 

2
文
字
 

16 
月
 

半
角
 

2
文
字
 

17 
日
 

半
角
 

2
文
字
 

18 
提
出
者
の
個
人
番
号
 

半
角
 

12
文
字
 

提
出
者
の
個
人
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

19 
提
出
者
の

基
準
日
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字
 

非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
（
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
交
付
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
交
付
申
請
書
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑺

-１
》
項
番

23
及
び
項

番
24
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）
の
提
出
の
日
以
前
の
直
近
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
、
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
又
は
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
（
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び

記
録
要
領
⑺
-１

》
に
お
い
て
「
非
課
税
適
用
確
認
書
等
」
と
い
い
ま
す
。）

に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「
4」

を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。
 

（
例
）「

平
成

25
年
１
月
１
日
 
→
 
4,25,01,01」

 

20 
年
 

半
角
 

2
文
字
 

21 
月
 

半
角
 

2
文
字
 

22 
日
 

半
角
 

2
文
字
 

23 
提
出
者
の
基
準
日
に
お
け
る
国
内
の
住
所
（
居
所
）

又
は
所
在
地
 

全
角
 

125
文
字
以
内
 

非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
の
日
以
前
の
直
近
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
等
に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
に
お
け
る
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ

い
。
 

24 
提
出
者
の
整
理
番
号
 

半
角
 

14
文
字
 

非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
の
日
以
前
の
直
近
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
等
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

25 

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称

 

全
角
 

60
文
字
以
内
 

項
番

7
に
「
0」

が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
提
出
者
か
ら
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
又
は
み
な
し
提
出
に
よ
り
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
の
提

出
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
を
、「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
交
付
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所

の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

26 
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
の
交
付
の
有
無

 
半
角
 

1
文
字
 

提
出
者
に
対
し
て
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
を
交
付
す
る
場
合
に
は
「

1」
を
、
交
付
し
な
い
場
合
に
は
「
0」

を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

27 

上
場
株
式
等
の
受
入
れ
の
有
無
 

半
角
 

1
文
字
 

項
番

26
に
「
1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
非
課
税
口
座
を
廃
止
し
た
日
の
属
す
る
年
分
の
非
課
税
管
理
勘
定
に
上
場
株
式
等
の
受
入
れ
を
し
て
い
る
場
合
に
は
「
1」、

受
入
れ
を
し
て
い
な
い
場
合
に
は

「
0」

を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

項
番

26
に
「
0」

が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

   

（
別
紙
７
－
１
）
  

 

 

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑺
【
廃
止
届
出
事
項
（
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
等
に
記
載
さ
れ
た
事
項
等
）】（

租
税
特
別
措
置
法
第

37
条
の

14
第

19
項
）

 

 
 

項
番

 
項
目
名
 

入
力
文
字
基
準

 
記
録
要
領

 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類

 
半
角

 
3
文
字

 
「

007」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

2 

非
課
税
口
座
を
廃
止
し
た
旨

 

半
角

 
1
文
字

 

非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
に
よ
り
非
課
税
口
座
を
廃
止
し
た
場
合
に
は
「

1」
を
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第

25
条
の

13
の
４
第
２
項
に
規
定
す
る
出
国
の
時
に
租
税
特
別
措
置
法
法
第

37
条
の

14

第
17
項
に
規
定
す
る
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
を
非
課
税
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
に
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
（
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑺
》

に
お
い
て
「
み
な
し
提
出
」
と
い
い
ま
す
。）

に
よ
り
非
課
税
口
座
を
廃
止
し
た
場
合
に
は
「

0」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

3 
提
出
年
月

日
 

元
号

 
半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
（
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
を
提
出
し
た
者
、
み
な
し
提
出
に
よ
り
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
又
は
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
交
付
申
請
書
を
提
出
し
た
者
を
い
い
ま

す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑺
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）
が
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
を
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
に
提
出
し
た
年
月
日
又
は
み
な
し
提
出
が
あ
っ
た
年
月
日
（
以

下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑺
》
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
年
月
日
を
「
提
出
の
日
」
と
い
い
ま
す
。）

の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

27
年

10
月

1
日

 
→

 
4,27,10,01」

 

4 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

5 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

6 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

7 
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
交
付
申
請
書
の
提
出
を
受

け
た
旨

 
半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
か
ら
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成

26
年
政
令
第

145
号
）
附
則
第

11
条
第
６
項
に
基
づ
き
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
交
付
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
「

1」

を
、
提
出
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
は
「

0」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

8 
非
課
税
口

座
廃
止
通

知
書
交
付

申
請
書
の

提
出
年
月

日
 

元
号

 
半
角

 
1
文
字

 
項
番

7
に
「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
交
付
申
請
書
の
提
出
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

27
年

10
月

1
日

 
→

 
4,27,10,01」

 

項
番

7
に
「

0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目

,,,,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

9 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

10 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

11 

日
 

半
角

 
2
文
字

 

12 
提
出
者
の
氏
名

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
提
出
者
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記

録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

13 
提
出
者
の
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
提
出
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー

ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

14 
提
出
者
の

生
年
月
日

 

元
号

 
半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
、
明
治
は
「

1」、
大
正
は
「

2」、
昭
和
は
「

3」、
平
成
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く

だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成
元
年

4
月

15
日

 
→

 
4,01,04,15」

 

15 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

16 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

17 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

18 
提
出
者
の

基
準
日

 

元
号

 
半
角

 
1
文
字

 
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
（
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
交
付
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
交
付
申
請
書
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑺
》
項
番

22
及
び
項
番

23
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）
の
提
出
の
日
以
前
の
直
近
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
、
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
又
は
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
（
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記

録
要
領
⑺
》
に
お
い
て
「
非
課
税
適
用
確
認
書
等
」
と
い
い
ま
す
。）

に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

25
年

1
月

1
日

 
→

 
4,25,01,01」

 

19 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

20 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

21 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

22 
提
出
者
の
基
準
日
に
お
け
る
国
内
の
住
所
（
居
所
）

又
は
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
の
日
以
前
の
直
近
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
等
に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
に
お
け
る
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ

い
。

 

23 
提
出
者
の
整
理
番
号

 
半
角

 
14
文
字

 
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
の
日
以
前
の
直
近
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
非
課
税
適
用
確
認
書
等
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

24 

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称

 

全
角

 
60
文
字
以
内

 

項
番

7
に
「

0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
提
出
者
か
ら
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
又
は
み
な
し
提
出
に
よ
り
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
の
提

出
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
を
、「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
交
付
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所

の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

25 
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
の
交
付
の
有
無

 
半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
に
対
し
て
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
を
交
付
す
る
場
合
に
は
「

1」
を
、
交
付
し
な
い
場
合
に
は
「

0」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

26 

上
場
株
式
等
の
受
入
れ
の
有
無

 

半
角

 
1
文
字

 

項
番

25
に
「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
非
課
税
口
座
を
廃
止
し
た
日
の
属
す
る
年
分
の
非
課
税
管
理
勘
定
に
上
場
株
式
等
の
受
入
れ
を
し
て
い
る
場
合
に
は
「
1」、

受
入
れ
を
し
て
い
な
い
場
合
に
は

「
0」

を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

項
番

25
に
「

0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 

 

（
別
紙
７
）
  

 



改   正   後 改   正   前 

                           

 

項
番

 
項
目
名

 
入
力
文
字
基
準

 
記
録
要
領

 

28 
勘
定
設
定

期
間
の
区

分
 

元
号

 
半
角

 
1
文
字

 
項
番

26
に
「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
勘
定
設
定
期
間
の
区
分
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
又
は
み
な
し
提
出
に
よ
り
、
１
月
１
日
か
ら
９
月

30
日
ま
で
の
間
に
非
課
税
口
座
を
廃
止
し
た
と
き
は
そ
の
廃
止
し
た
日
の
属
す
る
勘
定
設
定
期
間
の
区
分
を
、

10
月
１
日
か
ら

12
月

31
日
ま
で
の
間
に
非
課
税
口
座
を
廃
止
し
た
と
き
は
そ
の
廃
止
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
１
月
１
日
の
属
す
る
勘
定
設
定
期
間
の
区
分
を
、
次
表
「
勘
定
設
定
期
間
の
区
分
」
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
て
同
表
「
記
録
要
領
」
欄
の
と
お
り
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

勘
定
設
定
期
間
の
区
分

 
記
録
要
領

 

平
成

26
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

29
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
4,26 

平
成

30
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

33
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
4,30 

平
成

34
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

35
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間

 
4,34 

項
番

26
に
「

0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目

,,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

29 

年
 

半
角

 
2
文
字

 

30 

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

名
称

 
全
角

 
6
文
字
以
内

 

提
出
者
か
ら
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
、提

出
者
か
ら
み
な
し
提
出
に
よ
り
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
金
融
商
品
取
引

業
者
等
の
営
業
所
又
は
提
出
者
か
ら
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
交
付
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→

 
麹
町
」

 

31 

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

番
号

 
半
角

 
5
文
字

 

提
出
者
か
ら
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
、提

出
者
か
ら
み
な
し
提
出
に
よ
り
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
金
融
商
品
取
引

業
者
等
の
営
業
所
又
は
提
出
者
か
ら
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
交
付
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→

 
01101」

 

 

 
 

 

 

              

 

項
番
 

項
目
名

 
入
力
文
字
基
準
 

記
録
要
領

 

27 
勘
定
設
定

期
間
の
区

分
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字
 

項
番

25
に
「
1」

が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
勘
定
設
定
期
間
の
区
分
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
又
は
み
な
し
提
出
に
よ
り
、
１
月
１
日
か
ら
９
月

30
日
ま
で
の
間
に
非
課
税
口
座
を
廃
止
し
た
と
き
は
そ
の
廃
止
し
た
日
の
属
す
る
勘
定
設
定
期
間
の
区
分
を
、

10
月
１
日
か
ら

12
月

31
日
ま
で
の
間
に
非
課
税
口
座
を
廃
止
し
た
と
き
は
そ
の
廃
止
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
１
月
１
日
の
属
す
る
勘
定
設
定
期
間
の
区
分
を
、
次
表
「
勘
定
設
定
期
間
の
区
分
」
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
て
同
表
「
記
録
要
領
」
欄
の
と
お
り
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

勘
定
設
定
期
間
の
区
分
 

記
録
要
領
 

平
成

26
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

29
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間
 

4,26 

平
成

30
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

33
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間
 

4,30 

平
成

34
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

35
年

12
月

31
日
ま
で
の
期
間
 

4,34 

項
番

25
に
「
0」

が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目
,,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

28 

年
 

半
角
 

2
文
字
 

29 

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

名
称
 

全
角
 

6
文
字
以
内
 

提
出
者
か
ら
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
、提

出
者
か
ら
み
な
し
提
出
に
よ
り
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
金
融
商
品
取
引

業
者
等
の
営
業
所
又
は
提
出
者
か
ら
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
交
付
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→
 
麹
町
」
 

30 

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

番
号
 

半
角
 

5
文
字
 

提
出
者
か
ら
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
、提

出
者
か
ら
み
な
し
提
出
に
よ
り
非
課
税
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
金
融
商
品
取
引

業
者
等
の
営
業
所
又
は
提
出
者
か
ら
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
交
付
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→
 
01101」

 

 

 
 

 

 



改   正   後 改   正   前 

           

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑺
－
２
【
廃
止
届
出
事
項
（
未
成
年
者
口
座
廃
止
届
出
書
等
に
記
載
さ
れ
た
事
項
等
）】

 

（
租
税
特
別
措
置
法
第

37
条
の

14
の
２
第

22
項
）

 

 
項
番
 

項
目
名
 

入
力
文
字
基
準
 

記
録
要
領
 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類
 

半
角
 

3
文
字
 

「
007」

を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

2 

未
成
年
者
口
座
を
廃
止
し
た
旨
 

半
角
 

1
文
字
 

未
成
年
者
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
に
よ
り
未
成
年
者
口
座
を
廃
止
し
た
場
合
に
は
「

1」
を
、
租
税
特
別
措
置
法
第

37
条
の

14
の
２
第
５
項
第
２
号
ト
に
規
定
す
る
未
成
年
者
口
座
等
廃
止
事
由
又
は
同
項
６

号
ホ
に
規
定
す
る
課
税
未
成
年
者
口
座
等
廃
止
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
未
成
年
者
口
座
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
で
同
条
第

20
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
事
由
が
生
じ
た
時
に
同
項
に
規
定
す
る
未
成
年
者
口

座
廃
止
届
出
書
を
未
成
年
者
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
に
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
（
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑺
－
２
》
に
お
い
て
「
口
座
等
廃
止

事
由
に
よ
る
み
な
し
提
出
」
と
い
い
ま
す
。）

に
よ
る
提
供
で
あ
る
場
合
に
は
「

2」
を
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第

25
条
の

13
の
８
第

17
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第

25
条
の

13
の
４
第
２
項
に
規
定

す
る
出
国
の
時
に
租
税
特
別
措
置
法
第

37
条
の

14
の
２
第

20
項
に
規
定
す
る
未
成
年
者
口
座
廃
止
届
出
書
を
未
成
年
者
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
に
提
出
し
た
も
の
と

み
な
す
こ
と
（
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑺
－
２
》
に
お
い
て
「
出
国
に
よ
る
み
な
し
提
出
」
と
い
い
ま
す
。）

に
よ
り
未
成
年
者
口
座
を
廃
止
し
た
場
合
に
は
「
0」

を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

3 
提
出
年
月

日
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字
 

提
出
者
（
未
成
年
者
口
座
廃
止
届
出
書
を
提
出
し
た
者
、
口
座
等
廃
止
事
由
に
よ
る
み
な
し
提
出
に
よ
り
未
成
年
者
口
座
廃
止
届
出
書
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
又
は
出
国
に
よ
る
み
な
し
提
出
に
よ
り

未
成
年
者
口
座
廃
止
届
出
書
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑺
－
２
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）

が
未
成
年
者
口
座
廃
止
届
出
書
を
金
融
商
品
取
引

業
者
等
の
営
業
所
の
長
に
提
出
し
た
年
月
日
、
口
座
等
廃
止
事
由
に
よ
る
み
な
し
提
出
が
あ
っ
た
年
月
日
又
は
出
国
に
よ
る
み
な
し
提
出
が
あ
っ
た
年
月
日
（
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑺
－
２
》

に
お
い
て
こ
れ
ら
の
年
月
日
を
「
提
出
の
日
」
と
い
い
ま
す
。）

の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「
4」

を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。
 

（
例
）「

平
成

28
年

10
月
１
日
 
→
 
4,28,10,01」

 

4 
年
 

半
角
 

2
文
字
 

5 
月
 

半
角
 

2
文
字
 

6 

日
 

半
角
 

2
文
字
 

7 
（
空
白
）
 

－
 

0
文
字
 

「
前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

8 
（
空
白
）
 

－
 

0
文
字
 

「
前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

9 
（
空
白
）
 

－
 

0
文
字
 

「
前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

10 
（
空
白
）
 

－
 

0
文
字
 

「
前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

11 
（
空
白
）
 

－
 

0
文
字
 

「
前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

12 
提
出
者
の
氏
名
 

全
角
 

120
文
字
以
内
 

提
出
者
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記

録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

13 
提
出
者
の
フ
リ
ガ
ナ
 

全
角
 

120
文
字
以
内
 

提
出
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー

ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

14 
提
出
者
の

生
年
月
日
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字
 

提
出
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「
4」

を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。
 

（
例
）「

平
成

18
年
４
月

15
日
 
→
 
4,18,04,15」

 

15 
年
 

半
角
 

2
文
字
 

16 
月
 

半
角
 

2
文
字
 

17 
日
 

半
角
 

2
文
字
 

18 
提
出
者
の
個
人
番
号
 

半
角
 

12
文
字
 

提
出
者
の
個
人
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

19 
（
空
白
）
 

－
 

0
文
字
 

「
前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

20 
（
空
白
）
 

－
 

0
文
字
 

「
前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

21 
（
空
白
）
 

－
 

0
文
字
 

「
前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

22 
（
空
白
）
 

－
 

0
文
字
 

「
前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

23 
（
空
白
）
 

－
 

0
文
字
 

「
前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

24 
提
出
者
の
整
理
番
号
 

半
角
 

14
文
字
 

未
成
年
者
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
の
日
以
前
の
直
近
に
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
又
は
未
成
年
者
口
座
廃
止
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

25 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角
 

60
文
字
以
内
 

提
出
者
か
ら
未
成
年
者
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
若
し
く
は
口
座
等
廃
止
事
由
に
よ
る
み
な
し
提
出
又
は
出
国
に
よ
る
み
な
し
提
出
に
よ
り
未
成
年
者
口
座

廃
止
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

26 
未
成
年
者
口
座
廃
止
通
知
書
の
交
付
の
有
無

 
半
角
 

1
文
字
 

提
出
者
に
対
し
て
未
成
年
者
口
座
廃
止
通
知
書
を
交
付
す
る
場
合
に
は
「

1」
を
、
交
付
し
な
い
場
合
に
は
「
0」

を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

27 

上
場
株
式
等
の
受
入
れ
の
有
無
 

半
角
 

1
文
字
 

項
番

26
に
「
1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
未
成
年
者
口
座
を
廃
止
し
た
日
の
属
す
る
年
分
の
非
課
税
管
理
勘
定
に
上
場
株
式
等
の
受
入
れ
を
し
て
い
る
場
合
に
は
「
1」、

受
入
れ
を
し
て
い
な
い
場
合
に

は
「
0」

を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

項
番

26
に
「
0」

が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

28 
（
空
白
）
 

－
 

0
文
字
 

「
前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

29 
（
空
白
）
 

－
 

0
文
字
 

「
前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 

（
別
紙
７
－
２
）

  
 

 

（新設） 

   

 

  

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別添） 

（別紙２） （別紙４） （別紙５） （別紙６） （別紙８） 



改   正   後 改   正   前 

                               

 

項
番
 

項
目
名

 
入
力
文
字
基
準
 

記
録
要
領

 

30 

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

名
称
 

全
角
 

6文
字
以
内
 

提
出
者
か
ら
未
成
年
者
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
若
し
く
は
提
出
者
か
ら
口
座
等
廃
止
事
由
に
よ
る
み
な
し
提
出
又
は
出
国
に
よ
る
み
な
し
提
出
に
よ
り
未
成
年
者

口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→
 
麹
町
」
 

31 

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

番
号
 

半
角
 

5文
字
 

提
出
者
か
ら
未
成
年
者
口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
若
し
く
は
提
出
者
か
ら
口
座
等
廃
止
事
由
に
よ
る
み
な
し
提
出
又
は
出
国
に
よ
る
み
な
し
提
出
に
よ
り
未
成
年
者

口
座
廃
止
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→
 
01101」

 

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改   正   後 改   正   前 

 

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
－
１
【
提
出
事
項
（
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
等
の
提
出
を
し
た
者
に
関
す
る
事
項
）】

 

（
租
税
特
別
措
置
法
第

37
条
の

14
第

21
項
）
 

 
項
番
 

項
目
名
 

入
力
文
字
基
準
 

記
録
要
領
 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類
 

半
角
 

3
文
字
 

「
008」

を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

2 
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
又
は
非
課
税
口
座
廃

止
通
知
書
の
提
出
を
受
け
た
旨

 
半
角
 

1
文
字
 

提
出
者
（
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
又
は
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
を
提
出
し
た
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
－
１
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）

か
ら
非
課
税
管
理
勘
定

廃
止
通
知
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
「

0」
を
、
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
「

1」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

3 
提
出
年
月
日

 
元
号
 

半
角
 

1
文
字
 

提
出
者
が
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
又
は
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
（
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
－
１
》
に
お
い
て
「
廃
止
通
知
書
」
と
い
い
ま
す
。）

を
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営

業
所
の
長
に
提
出
し
た
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

28
年

11
月
１
日
 
→
 
4,28,11,01」

 

4 
年
 

半
角
 

2
文
字
 

5 
月
 

半
角
 

2
文
字
 

6 
日
 

半
角
 

2
文
字
 

7 
提
出
者
の
氏
名

 
全
角
 

120
文
字
以
内
 

提
出
者
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に

記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

8 
提
出
者
の
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角
 

120
文
字
以
内
 

提
出
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ

ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

9 
提
出
者
の
生

年
月
日
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字
 

提
出
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
、
明
治
は
「

1」、
大
正
は
「
2」、

昭
和
は
「
3」、

平
成
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て

く
だ
さ
い
。
 

（
例
）「

平
成
元
年
４
月

15
日

 
→
 
4,01,04,15」

 

10 
年
 

半
角
 

2
文
字
 

11 
月
 

半
角
 

2
文
字
 

12 
日
 

半
角
 

2
文
字
 

13 
提
出
者
の
個
人
番
号

 
半
角
 

12
文
字
 

提
出
者
の
個
人
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

14 
提
出
者
の
基

準
日
 

元
号
 

半
角
 

1
文
字
 

提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
廃
止
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

25
年
１
月
１
日

 
→
 
4,25,01,01」

 

15 
年
 

半
角
 

2
文
字
 

16 
月
 

半
角
 

2
文
字
 

17 
日
 

半
角
 

2
文
字
 

18 
提
出
者
の
基
準
日
に
お
け
る
国
内
の
住
所
（
居
所
）
又

は
所
在
地

 
全
角
 

125
文
字
以
内
 

提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
廃
止
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
に
お
け
る
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

19 
提
出
者
の
整
理
番
号

 
半
角
 

14
文
字
 

提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
廃
止
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

20 
提
出
者
の
氏
名
が
変
更
さ
れ
て
い
る
旨

 
半
角
 

1
文
字
 

提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
廃
止
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
が
変
更
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
「

1」、
変
更
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
「
0」

を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

21 

廃
止
通
知
書
の
氏
名
 

全
角
 

120
文
字
以
内
 

項
番

20
に
「
1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
提
出
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
廃
止
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

項
番

20
に
「
0」

が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

22 

廃
止
通
知
書
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
 

全
角
 

120
文
字
以
内
 

項
番

20
に
「
1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
提
出
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
廃
止
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ

て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

項
番

20
に
「
0」

が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

23 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角
 

60
文
字
以
内
 

提
出
者
か
ら
廃
止
通
知
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

24 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地

 
全
角
 

125
文
字
以
内
 

提
出
者
か
ら
廃
止
通
知
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

25 

廃
止
通
知
書
の
提
出
の
区
分

 

半
角
 

1
文
字
 

提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
廃
止
通
知
書
の
次
表
「
廃
止
通
知
書
の
区
分
」
欄
に
掲
げ
る
区
分
を
同
表
「
記
録
要
領
」
欄
の
と
お
り
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

廃
止
通
知
書
の
名
称
 

廃
止
通
知
書
の
区
分
 

記
録
要
領

 

非
課
税
管
理
勘
定
廃
止

通
知
書
 

金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
の
日
の
属
す
る
年
分
の
非
課
税
管
理
勘
定
の
廃
止
を
し
た
旨
及
び
当
該
廃
止
を
し
た
年
月
日
並
び
に
同
日
の

属
す
る
年
の
翌
年
分
以
後
の
各
年
に
お
い
て
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
け
な
い
旨
の
記
載
が
あ
る
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合

 

（
参
考
）
租
税
特
別
措
置
法
第

37
条
の

14
第

14
項
に
規
定
す
る
変
更
前
非
課
税
口
座
に
非
課
税
管
理
勘
定
が
設
け
ら
れ
る
日
の
属
す
る
年
（
以
下
「
勘

定
設
定
年
」
と
い
い
ま
す
。）

の
１
月
１
日
か
ら
９
月

30
日
ま
で
の
間
に
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
で
す
。

 

0 

金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
分
以
後
の
各
年
に
お
い
て
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
け
な
い
旨
及
び
当
該
提
出
さ
れ

た
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合

 

（
参
考
）
勘
定
設
定
年
の
前
年
の

10
月
１
日
か
ら

12
月

31
日
ま
で
の
間
に
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
で
す
。

 

1 

非
課
税
口
座
廃
止
通
知

書
 

非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
 

2 
 

（
別
紙
８
－
１
）
  

 

 
○

 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
【
提
出
事
項
（
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
等
の
提
出
を
し
た
者
に
関
す
る
事
項
）】（

租
税
特
別
措
置
法
第

37
条
の

14
第

21
項
）

 

 
項
番
 

項
目
名
 

入
力
文
字
基
準
 

記
録
要
領
 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類
 

半
角

 
3
文
字
 

「
008」

を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

2 
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
又
は
非
課
税
口
座
廃

止
通
知
書
の
提
出
を
受
け
た
旨

 
半
角

 
1
文
字
 

提
出
者
（
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
又
は
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
を
提
出
し
た
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）

か
ら
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止

通
知
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
「

0」
を
、
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
「

1」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

3 
提
出
年
月
日

 
元
号
 

半
角

 
1
文
字
 

提
出
者
が
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
又
は
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
（
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
》
に
お
い
て
「
廃
止
通
知
書
」
と
い
い
ま
す
。）

を
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所

の
長
に
提
出
し
た
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

27
年

11
月

1
日
 
→
 
4,27,11,01」

 

4 
年
 

半
角

 
2
文
字
 

5 
月
 

半
角

 
2
文
字
 

6 
日
 

半
角

 
2
文
字
 

7 
提
出
者
の
氏
名

 
全
角

 
120

文
字
以
内
 

提
出
者
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に

記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

8 
提
出
者
の
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角

 
120

文
字
以
内
 

提
出
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ

ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

9 
提
出
者
の
生

年
月
日

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字
 

提
出
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
、
明
治
は
「

1」、
大
正
は
「
2」、

昭
和
は
「

3」、
平
成
は
「
4」

を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て

く
だ
さ
い
。
 

（
例
）「

平
成
元
年

4
月

15
日
 
→
 
4,01,04,15」

 

10 
年
 

半
角

 
2
文
字
 

11 
月
 

半
角

 
2
文
字
 

12 
日
 

半
角

 
2
文
字
 

13 
提
出
者
の
基

準
日
 

元
号
 

半
角

 
1
文
字
 

提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
廃
止
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

25
年

1
月

1
日
 
→
 
4,25,01,01」

 

14 
年
 

半
角

 
2
文
字
 

15 
月
 

半
角

 
2
文
字
 

16 
日
 

半
角

 
2
文
字
 

17 
提
出
者
の
基
準
日
に
お
け
る
国
内
の
住
所
（
居
所
）
又

は
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内
 

提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
廃
止
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
基
準
日
に
お
け
る
住
所
（
居
所
）
又
は
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

18 
提
出
者
の
整
理
番
号

 
半
角

 
14
文
字
 

提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
廃
止
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

19 
提
出
者
の
氏
名
が
変
更
さ
れ
て
い
る
旨

 
半
角

 
1
文
字
 

提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
廃
止
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
が
変
更
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
「

1」、
変
更
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
「

0」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
 

20 

廃
止
通
知
書
の
氏
名
 

全
角

 
120

文
字
以
内
 

項
番

19
に
「
1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
提
出
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
廃
止
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

項
番

19
に
「
0」

が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

21 

廃
止
通
知
書
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
 

全
角
 

120
文
字
以
内
 

項
番

19
に
「
1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
提
出
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
廃
止
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ

て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

項
番

19
に
「
0」

が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目
,,後

の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

22 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角

 
60
文
字
以
内
 

提
出
者
か
ら
廃
止
通
知
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

23 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内
 

提
出
者
か
ら
廃
止
通
知
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

24 

廃
止
通
知
書
の
提
出
の
区
分

 

半
角

 
1
文
字
 

提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
廃
止
通
知
書
の
次
表
「
廃
止
通
知
書
の
区
分
」
欄
に
掲
げ
る
区
分
を
同
表
「
記
録
要
領
」
欄
の
と
お
り
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

廃
止
通
知
書
の
名
称

 
廃
止
通
知
書
の
区
分
 

記
録
要
領
 

非
課
税
管
理
勘
定
廃
止

通
知
書
 

金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
の
日
の
属
す
る
年
分
の
非
課
税
管
理
勘
定
の
廃
止
を
し
た
旨
及
び
当
該
廃
止
を
し
た
年
月
日
並
び
に
同
日
の

属
す
る
年
の
翌
年
分
以
後
の
各
年
に
お
い
て
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
け
な
い
旨
の
記
載
が
あ
る
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合

 

（
参
考
）
租
税
特
別
措
置
法
第

37
条
の

14
第

14
項
に
規
定
す
る
変
更
前
非
課
税
口
座
に
非
課
税
管
理
勘
定
が
設
け
ら
れ
る
日
の
属
す
る
年
（
以
下
「
勘

定
設
定
年
」
と
い
い
ま
す
。）

の
１
月
１
日
か
ら
９
月

30
日
ま
で
の
間
に
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
で
す
。

 

0 

金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
分
以
後
の
各
年
に
お
い
て
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
け
な
い
旨
及
び
当
該
提
出
さ
れ

た
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合

 

（
参
考
）
勘
定
設
定
年
の
前
年
の

10
月
１
日
か
ら

12
月

31
日
ま
で
の
間
に
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
変
更
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
で
す
。

 

1 

非
課
税
口
座
廃
止
通
知

書
 

非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合

 
2 

 

 
 

 
 

 

 

（
別
紙
８
）
  

 



改   正   後 改   正   前 

                          

 

項
番
 

項
目
名
 

入
力
文
字
基
準
 

記
録
要
領

 

26 
廃
止
年
月
日
 

元
号

 
半
角
 

1
文
字
 

項
番

25
に
「
0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
項
番

25
の
「
当
該
廃
止
を
し
た
年
月
日
」
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
、
項
番

25
に
「
1」

が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
項
番

25
の
「
当
該
提
出
さ
れ
た

年
月
日
」
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
１
月

1
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
、
項
番

25
に
「
2」

が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
項
番

25
の
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
非
課
税
口
座
が
廃
止
さ
れ

た
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。
 

（
例
）「

平
成

28
年
９
月

30
日
 
→
 
4,28,09,30」

 

27 
年
 

半
角
 

2
文
字
 

28 
月
 

半
角
 

2
文
字
 

29 
日
 

半
角
 

2
文
字
 

30 
最
初
に
設
け

よ
う
と
す
る

非
課
税
管
理

勘
定
の
年
分
 

元
号

 
半
角
 

1
文
字
 

廃
止
通
知
書
の
提
出
に
よ
り
最
初
に
設
け
よ
う
と
す
る
非
課
税
管
理
勘
定
の
年
分
の
元
号
及
び
年
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」
は
、
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

29
年
分
 
→
 
4,29」

 
31 

年
 

半
角
 

2
文
字
 

32 
非
課
税
口
座
の
記
号
又
は
番
号

 
半
角
 

20
文
字
以
内
 

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
に
非
課
税
口
座
を
開
設
し
て
い
る
提
出
者
が
そ
の
非
課
税
口
座
に
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
け
よ
う
と
す
る
た
め
に
廃
止
通
知
書
を
提
出
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
非
課
税
口
座
の

記
号
又
は
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
半
角
英
数
字
又
は
半
角
文
字
の
「
-（

ハ
イ
フ
ン
）」

の
み
で
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。（

例
）「

111-111-111-111」
 

33 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
使
用
欄

 
全
角
 

20
文
字
以
内
 

《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑽
－
１
》
の
項
番

12「
廃
止
通
知
書
を
識
別
す
る
た
め
の
記
号
又
は
番
号
」
に
記
録
す
る
必
要
が
あ
る
情
報
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
情
報
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

34 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

名
称
 

全
角
 

6
文
字
以
内
 

提
出
者
か
ら
廃
止
通
知
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→
 
麹
町
」
 

35 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

番
号
 

半
角
 

5
文
字
 

提
出
者
か
ら
廃
止
通
知
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→
 
01101」

 

 

 
 

 

                         

 

項
番

 
項
目
名
 

入
力
文
字
基
準

 
記
録
要
領

 

25 
廃
止
年
月
日

 
元
号

 
半
角

 
1
文
字

 
項
番

24
に
「

0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
項
番

24
の
「
当
該
廃
止
を
し
た
年
月
日
」
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
、
項
番

24
に
「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
項
番

24
の
「
当
該
提
出
さ
れ
た

年
月
日
」
の
属
す
る
年
の
翌
年
の

1
月

1
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
、
項
番

24
に
「

2」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
項
番

24
の
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
非
課
税
口
座
が
廃
止
さ
れ

た
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

27
年

9
月

30
日

 
→

 
4,27,09,30」

 

26 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

27 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

28 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

29 
最
初
に
設
け

よ
う
と
す
る

非
課
税
管
理

勘
定
の
年
分

 

元
号

 
半
角

 
1
文
字

 
廃
止
通
知
書
の
提
出
に
よ
り
最
初
に
設
け
よ
う
と
す
る
非
課
税
管
理
勘
定
の
年
分
の
元
号
及
び
年
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」
は
、
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

28
年
分

 
→

 
4,28」

 
30 

年
 

半
角

 
2
文
字

 

31 
非
課
税
口
座
の
記
号
又
は
番
号

 
半
角

 
20
文
字
以
内

 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
に
非
課
税
口
座
を
開
設
し
て
い
る
提
出
者
が
そ
の
非
課
税
口
座
に
非
課
税
管
理
勘
定
を
設
け
よ
う
と
す
る
た
め
に
廃
止
通
知
書
を
提
出
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
非
課
税
口
座
の

記
号
又
は
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
半
角
英
数
字
又
は
半
角
文
字
の
「

-（
ハ
イ
フ
ン
）」

の
み
で
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。（

例
）「

111-111-111-111」
 

32 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
使
用
欄

 
全
角

 
20
文
字
以
内

 
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑽
》
の
項
番

12「
廃
止
通
知
書
を
識
別
す
る
た
め
の
記
号
又
は
番
号
」
に
出
力
す
る
必
要
が
あ
る
情
報
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
情
報
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

33 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

名
称

 
全
角

 
6
文
字
以
内

 
提
出
者
か
ら
廃
止
通
知
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→

 
麹
町
」

 

34 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

番
号

 
半
角

 
5
文
字

 
提
出
者
か
ら
廃
止
通
知
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→

 
01101」

 

 

 

 



改   正   後 改   正   前 

 

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
－
２
【
提
出
事
項
（
未
成
年
者
口
座
廃
止
通
知
書
の
提
出
を
し
た
者
に
関
す
る
事
項
）】

 

（
租
税
特
別
措
置
法
第

37
条
の

14
の
２
第

23
項
）

 

 
項
番

 
項
目
名
 

入
力
文
字
基
準

 
記
録
要
領

 

1 
申
請
事
項
等
の
種
類

 
半
角

 
3
文
字

 
「

008」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

2 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

3 
提
出
年
月
日

 
元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
（
未
成
年
者
口
座
廃
止
通
知
書
を
提
出
し
た
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
－
２
》
に
お
い
て
同
じ
で
す
。）

が
未
成
年
者
口
座
廃
止
通
知
書
（
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内

容
及
び
記
録
要
領
⑻
－
２
》
に
お
い
て
「
廃
止
通
知
書
」
と
い
い
ま
す
。）

を
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
に
提
出
し
た
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

28
年

11
月
１
日

 
→

 
4,28,11,01」

 

4 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

5 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

6 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

7 
提
出
者
の
氏
名

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
提
出
者
の
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に

記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

8 
提
出
者
の
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
提
出
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ

ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

9 
提
出
者
の
生

年
月
日

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

18
年
４
月

15
日

 
→

 
4,18,04,15」

 

10 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

11 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

12 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

13 
提
出
者
の
個
人
番
号

 
半
角

 
12
文
字

 
提
出
者
の
個
人
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

14 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

15 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

16 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

17 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

18 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

19 
提
出
者
の
整
理
番
号

 
半
角

 
14
文
字

 
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
廃
止
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

20 
提
出
者
の
氏
名
が
変
更
さ
れ
て
い
る
旨

 
半
角

 
1
文
字

 
提
出
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
廃
止
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
が
変
更
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
「

1」、
変
更
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
「

0」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

21 

廃
止
通
知
書
の
氏
名

 

全
角

 
120

文
字
以
内

 

項
番

20
に
「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
提
出
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
廃
止
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

項
番

20
に
「

0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

22 

廃
止
通
知
書
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
 

全
角

 
120

文
字
以
内

 

項
番

20
に
「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
提
出
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
廃
止
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
姓
と
名
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ

て
く
だ
さ
い
。
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
、
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
の
順
に
記
録
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
を
１
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
に
よ
り
区
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

項
番

20
に
「

0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

23 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称

 
全
角

 
60
文
字
以
内

 
提
出
者
か
ら
廃
止
通
知
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

24 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地

 
全
角

 
125

文
字
以
内

 
提
出
者
か
ら
廃
止
通
知
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
を
都
道
府
県
名
か
ら
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

25 
（
空
白
）

 
－

 
0
文
字

 
「
前
の
項
目

,,後
の
項
目
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

 

26 
廃
止
年
月
日

 
元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
未
成
年
者
口
座
廃
止
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
未
成
年
者
口
座
が
廃
止
さ
れ
た
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

28
年
９
月

30
日

 
→

 
4,28,09,30」

 

27 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

28 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

29 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

30 
最
初
に
設
け

よ
う
と
す
る

非
課
税
管
理

勘
定
の
年
分

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字

 
廃
止
通
知
書
の
提
出
に
よ
り
最
初
に
設
け
よ
う
と
す
る
非
課
税
管
理
勘
定
の
年
分
の
元
号
及
び
年
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」
は
、
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
す
る
こ
と
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

平
成

29
年
分

 
→

 
4,29」

 
31 

年
 

半
角

 
2
文
字

 

32 
未
成
年
者
口
座
の
記
号
又
は
番
号
 

半
角

 
20
文
字
以
内

 
廃
止
通
知
書
の
提
出
に
よ
り
非
課
税
管
理
勘
定
が
設
け
ら
れ
る
未
成
年
者
口
座
の
記
号
又
は
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
半
角
英
数
字
又
は
半
角
文
字
の
「

-（
ハ
イ
フ
ン
）」
の
み
で
入
力
し
て
く
だ

さ
い
。（

例
）「

111-111-111-111」
 

33 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
使
用
欄

 
全
角

 
20
文
字
以
内

 
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑽
－
２
》
の
項
番

12「
廃
止
通
知
書
を
識
別
す
る
た
め
の
記
号
又
は
番
号
」
に
記
録
す
る
必
要
が
あ
る
情
報
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
情
報
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 

（
別
紙
８
－
２
）

  
 

 

 

（新設） 

  

  

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙 10） 



改   正   後 改   正   前 

                            

 

項
番
 

項
目
名
 

入
力
文
字
基
準
 

記
録
要
領

 

34 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

名
称
 

全
角
 

6文
字
以
内
 

提
出
者
か
ら
廃
止
通
知
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
名
称
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→
 
麹
町
」
 

35 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
轄
税
務
署
の

番
号
 

半
角
 

5文
字
 

提
出
者
か
ら
廃
止
通
知
書
の
提
出
を
受
け
た
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
の
番
号
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

（
例
）「

麹
町
税
務
署

 
→
 
01101」

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改   正   後 改   正   前 

                            

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑼
－
１
【
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
に
提
供
す
べ
き
情
報
】（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第

25
条
の

13
第

24
項
）
 

 
項
番

 
項
目
名

 
入
力
文
字
基
準

 
記
録
要
領

 

1 
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
を
識
別
す
る
た

め
の
記
号
又
は
番
号

 
全
角

 
20
文
字
以
内

 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
が
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
た
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
「
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
使
用
欄
」
に
記
録
さ
れ
た
情
報
（《
レ
コ

ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑴
－
１
》
項
番

29）
を
記
録
し
ま
す
。
当
該
「
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
使
用
欄
」
に
記
録
が
な
い
場
合
に
は
、
記
録
し
ま
せ
ん
（
タ
グ
名
の
み
記
録
し
ま
す
。）。

 

2 
非
課
税
適
用
確
認
書
又
は
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交

付
を
行
わ
な
い
旨
の
通
知
書
の
別

 
半
角

 
1
文
字

 
非
課
税
適
用
確
認
書
が
交
付
さ
れ
る
場
合
に
は
「

1」
を
、
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
を
行
わ
な
い
旨
の
通
知
書
が
交
付
さ
れ
る
場
合
に
は
「

0」
を
、
同
時
の
重
複
申
請
に
係
る
非
課
税
適
用
確
認
書
が
交
付

さ
れ
る
場
合
に
は
「

2」
を
、
同
時
の
重
複
申
請
に
係
る
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
を
行
わ
な
い
旨
の
通
知
書
が
交
付
さ
れ
る
場
合
に
は
「

3」
を
記
録
し
ま
す
。

 

3 
整
理
番
号

 
半
角

 
14
文
字

 
非
課
税
適
用
確
認
書
が
交
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
ま
す
。
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
を
行
わ
な
い
旨
の
通
知
書
が
交
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
記

録
し
ま
せ
ん
（
タ
グ
名
の
み
記
録
し
ま
す
。）。

 

 

（
別
紙
９
－
１
）
  

 

 
○

 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑼
【
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
に
提
供
す
べ
き
情
報
】（

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第

25
条
の

13
第

24
項
）
 

 
項
番
 

項
目
名
 

入
力
文
字
基
準
 

記
録
要
領
 

1 
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
を
識
別
す
る
た

め
の
記
号
又
は
番
号

 
全
角

 
20
文
字
以
内

 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
が
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
た
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
「
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
使
用
欄
」
に
記
録
さ
れ
た
情
報
（《

レ
コ

ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑴
》
項
番

30）
を
記
録
し
ま
す
。
当
該
「
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
使
用
欄
」
に
記
録
が
な
い
場
合
に
は
、
記
録
し
ま
せ
ん
（
タ
グ
名
の
み
記
録
し
ま
す
。）。

 

2 
非
課
税
適
用
確
認
書
又
は
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交

付
を
行
わ
な
い
旨
の
通
知
書
の
別

 
半
角

 
1
文
字

 
非
課
税
適
用
確
認
書
が
交
付
さ
れ
る
場
合
に
は
「

1」
を
、
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
を
行
わ
な
い
旨
の
通
知
書
が
交
付
さ
れ
る
場
合
に
は
「

0」
を
、
同
日
日
付
の
重
複
申
請
に
係
る
非
課
税
適
用
確
認
書
が

交
付
さ
れ
る
場
合
に
は
「
２
」
を
、
同
日
日
付
の
重
複
申
請
に
係
る
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
を
行
わ
な
い
旨
の
通
知
書
が
交
付
さ
れ
る
場
合
に
は
「
３
」
を
記
録
し
ま
す
。

 

3 
整
理
番
号

 
半
角

 
14
文
字

 
非
課
税
適
用
確
認
書
が
交
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
ま
す
。
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
を
行
わ
な
い
旨
の
通
知
書
が
交
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
記

録
し
ま
せ
ん
（
タ
グ
名
の
み
記
録
し
ま
す
。）。

 

 

（
別
紙
９
）
  



改   正   後 改   正   前 

 

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑼
－
２
【
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
に
提
供
す
べ
き
情
報
】

 

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第

25
条
の

13
の
８
第

17
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第

25
条
の

13
第

24
項
）
 

 
項
番
 

項
目
名
 

入
力
文
字
基
準
 

記
録
要
領
 

1 
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
を
識

別
す
る
た
め
の
記
号
又
は
番
号
 

全
角
 

20
文
字
以
内
 

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
が
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
た
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
「
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
使
用
欄
」
に
記
録
さ
れ
た
情

報
（《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑴
－
２
》
項
番

29）
を
記
録
し
ま
す
。
当
該
「
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
使
用
欄
」
に
記
録
が
な
い
場
合
に
は
、
記
録
し
ま
せ
ん
（
タ
グ
名
の
み
記
録
し
ま
す
。）。 

2 

未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
又
は
未
成
年
者
非
課

税
適
用
確
認
書
の
交
付
を
行
わ
な
い
旨
の
通
知
書
の

別
 

半
角
 

1
文
字
 

未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
が
交
付
さ
れ
る
場
合
に
は
「

1」
を
、
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
を
行
わ
な
い
旨
の
通
知
書
が
交
付
さ
れ
る
場
合
に
は
「

0」
を
、
同
時
の
重
複
申
請
に
係
る
未
成
年

者
非
課
税
適
用
確
認
書
が
交
付
さ
れ
る
場
合
に
は
「
2」
を
、
同
時
の
重
複
申
請
に
係
る
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
を
行
わ
な
い
旨
の
通
知
書
が
交
付
さ
れ
る
場
合
に
は
「
3」
を
記
録
し
ま
す
。
 

3 
整
理
番
号
 

半
角
 

14
文
字
 

未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
が
交
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
整
理
番
号
を
記
録
し
ま
す
。
未
成
年
者
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
を
行
わ
な
い
旨
の
通
知
書

が
交
付
さ
れ
る
場
合
に
は
、
記
録
し
ま
せ
ん
（
タ
グ
名
の
み
記
録
し
ま
す
。）。

 

 

（
別
紙
９
－
２
）
   

  

 

（新設） 

 

 

 

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改   正   後 改   正   前 

 

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑽
－
１
【
非
課
税
口
座
開
設
又
は
非
課
税
管
理
勘
定
設
定
の
可
否
事
項
】（
租
税
特
別
措
置
法
第

37
条
の

14
第

22
項
）
 

 
項
番

 
項
目
名
 

入
力
文
字
基
準

 
記
録
要
領

 

1 
提
出
者
の
氏
名

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
が
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
た
提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
提
出
者
の
氏
名
（《

レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
－
１
》
項
番

7）
を
記
録
し
ま
す
。

 

2 
提
出
者
の
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
が
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
た
提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
提
出
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
（《

レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
－
１
》
項
番

8）
を
記
録
し
ま
す
。

 

3 
提
出
者
の

生
年
月
日

 

元
号

 
半
角

 
1
文
字

 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
が
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
た
提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
提
出
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
（《

レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
－
１
》
項
番

9
か
ら
項

番
12
ま
で
）
を
記
録
し
ま
す
。
 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
、
明
治
は
「

1」、
大
正
は
「

2」、
昭
和
は
「

3」、
平
成
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
し
ま
す
。

 

4 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

5 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

6 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

7 

非
課
税
口
座
の
開
設
又
は
非
課
税
管
理
勘
定
の
設
定

が
で
き
る
旨
又
は
で
き
な
い
旨

 
半
角

 
1
文
字

 

非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
又
は
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
を
提
出
し
た
者
（
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑽
－
１
》
に
お
い
て
「
提
出
者
」
と
い
い
ま
す
。）

の
非
課
税
口
座
の
開
設
が
で
き
る

又
は
そ
の
提
出
者
の
非
課
税
口
座
へ
の
非
課
税
管
理
勘
定
の
設
定
が
で
き
る
場
合
に
は
「

1」
を
、
そ
の
提
出
者
の
非
課
税
口
座
の
開
設
が
で
き
な
い
又
は
そ
の
提
出
者
の
非
課
税
口
座
へ
の
非
課
税
管
理
勘
定
の

設
定
が
で
き
な
い
場
合
に
は
「

0」
を
記
録
し
ま
す
。

 

8 

非
課
税
口
座
の
開
設
又
は
非
課
税
管
理
勘
定
の
設
定

が
で
き
な
い
理
由

 

半
角

 
2
文
字

 

項
番

7
に
「

0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
提
出
者
の
非
課
税
口
座
の
開
設
が
で
き
な
い
又
は
そ
の
提
出
者
の
非
課
税
口
座
へ
の
非
課
税
管
理
勘
定
の
設
定
が
で
き
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
次
表
の
「
非

課
税
口
座
の
開
設
又
は
非
課
税
管
理
勘
定
の
設
定
が
で
き
な
い
理
由
」
欄
に
掲
げ
る
非
課
税
口
座
の
開
設
又
は
非
課
税
管
理
勘
定
の
設
定
が
で
き
な
い
理
由
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
記
録
要
領
」
欄
の
と
お
り
記

録
し
ま
す
。

 

非
課
税
口
座
の
開
設
又
は
非
課
税
管
理
勘
定
の
設
定
が
で
き
な
い
理
由

 
記
録
要
領

 

提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
提
出
者
に
つ
い
て
、
そ
の
提
出
者
に
係
る
変
更
届
出
事
項
又
は
廃
止
届
出
事
項
（
廃
止
年
月
日
が
同
一
の
も
の
に
限
り
ま
す
。）

の
提

供
が
な
い
場
合

 

01 

提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
提
出
者
に
つ
い
て
、
所
轄
税
務
署
長
が
当
該
提
出
事
項
の
提
供
を
受
け
た
時
前
に
既
に
そ
の
所
轄
税
務
署
長
若
し
く
は
他
の
税
務
署
長

に
対
し
て
同
一
の
提
出
者
に
係
る
提
出
事
項
（
廃
止
年
月
日
が
同
一
の
も
の
に
限
り
ま
す
。）

の
提
供
が
あ
る
場
合

 
02 

提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
提
出
者
に
つ
い
て
、
所
轄
税
務
署
長
が
当
該
提
出
事
項
の
提
供
を
受
け
た
時
と
同
時
に
そ
の
所
轄
税
務
署
長
若
し
く
は
他
の
税
務
署
長

に
対
し
て
同
一
の
提
出
者
に
係
る
提
出
事
項
（
廃
止
年
月
日
が
同
一
の
も
の
に
限
り
ま
す
。）

の
提
供
が
あ
る
場
合

 
03 

項
番

7
に
「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
記
録
し
ま
せ
ん
（
タ
グ
名
の
み
記
録
し
ま
す
。）。

 

9 
提
出
者
の
整
理
番
号

 
半
角

 
14
文
字

 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
が
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
た
提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
提
出
者
の
整
理
番
号
（《

レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
－
１
》
項
番

19）
を
記
録
し
ま
す
。

 

10 
非
課
税
管

理
勘
定
の

年
分

 

元
号

 
半
角

 
1
文
字

 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
が
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
た
提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
非
課
税
管
理
勘
定
の
年
分
の
元
号
及
び
年
（《

レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
－
１
》
項
番

30
及
び
項
番

31）
を
記
録
し
ま
す
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」
は
、
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
し
ま
す
。

 
11 

年
 

半
角

 
2
文
字

 

12 
廃
止
通
知
書
を
識
別
す
る
た
め
の
記
号
又
は
番
号

 
全
角

 
20
文
字
以
内

 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
が
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
た
提
出
事
項
の
「
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
使
用
欄
」
に
記
録
さ
れ
た
情
報
（《

レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
－
１
》
項
番

33）

を
記
録
し
ま
す
。
当
該
「
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
使
用
欄
」
に
記
録
が
な
い
場
合
に
は
、
記
録
し
ま
せ
ん
（
タ
グ
名
の
み
記
録
し
ま
す
。）。

 

 

（
別
紙

10－
１
）
  

                      

 

               

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑽
【
非
課
税
口
座
開
設
又
は
非
課
税
管
理
勘
定
設
定
の
可
否
事
項
】（

租
税
特
別
措
置
法
第

37
条
の

14
第

22
項
）
 

 
項
番
 

項
目
名
 

入
力
文
字
基
準
 

記
録
要
領
 

1 
提
出
者
の
氏
名

 
全
角

 
120

文
字
以
内
 

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
が
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
た
提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
提
出
者
の
氏
名
（《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
》
項
番

7）
を
記
録
し
ま
す
。

 

2 
提
出
者
の
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角

 
120

文
字
以
内
 

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
が
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
た
提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
提
出
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
（《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
》
項
番

8）
を
記
録
し
ま
す
。

 

3 
提
出
者
の

生
年
月
日

 

元
号
 

半
角

 
1
文
字
 

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
が
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
た
提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
提
出
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
（《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
》
項
番

9
か
ら
項
番

12

ま
で
）
を
記
録
し
ま
す
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
、
明
治
は
「

1」、
大
正
は
「
2」、

昭
和
は
「
3」、

平
成
は
「
4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
し
ま
す
。
 

4 
年
 

半
角

 
2
文
字
 

5 
月
 

半
角

 
2
文
字
 

6 
日
 

半
角

 
2
文
字
 

7 

非
課
税
口
座
の
開
設
又
は
非
課
税
管
理
勘
定
の
設
定

が
で
き
る
旨
又
は
で
き
な
い
旨

 
半
角

 
1
文
字
 

非
課
税
管
理
勘
定
廃
止
通
知
書
又
は
非
課
税
口
座
廃
止
通
知
書
を
提
出
し
た
者
（
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑽
》
に
お
い
て
「
提
出
者
」
と
い
い
ま
す
。）
の
非
課
税
口
座
の
開
設
が
で
き
る
又
は

そ
の
提
出
者
の
非
課
税
口
座
へ
の
非
課
税
管
理
勘
定
の
設
定
が
で
き
る
場
合
に
は
「

1」
を
、
そ
の
提
出
者
の
非
課
税
口
座
の
開
設
が
で
き
な
い
又
は
そ
の
提
出
者
の
非
課
税
口
座
へ
の
非
課
税
管
理
勘
定
の
設
定

が
で
き
な
い
場
合
に
は
「

0」
を
記
録
し
ま
す
。
 

8 

非
課
税
口
座
の
開
設
又
は
非
課
税
管
理
勘
定
の
設
定

が
で
き
な
い
理
由

 

半
角

 
2
文
字
 

項
番

7
に
「
0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
提
出
者
の
非
課
税
口
座
の
開
設
が
で
き
な
い
又
は
そ
の
提
出
者
の
非
課
税
口
座
へ
の
非
課
税
管
理
勘
定
の
設
定
が
で
き
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
次
表
の
「
非

課
税
口
座
の
開
設
又
は
非
課
税
管
理
勘
定
の
設
定
が
で
き
な
い
理
由
」
欄
に
掲
げ
る
非
課
税
口
座
の
開
設
又
は
非
課
税
管
理
勘
定
の
設
定
が
で
き
な
い
理
由
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
記
録
要
領
」
欄
の
と
お
り
記

録
し
ま
す
。
 

非
課
税
口
座
の
開
設
又
は
非
課
税
管
理
勘
定
の
設
定
が
で
き
な
い
理
由

 
記
録
要
領
 

提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
提
出
者
に
つ
い
て
、
そ
の
提
出
者
に
係
る
変
更
届
出
事
項
又
は
廃
止
届
出
事
項
（
廃
止
年
月
日
が
同
一
の
も
の
に
限
り
ま
す
。）

の
提

供
が
な
い
場
合
 

01 

提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
提
出
者
に
つ
い
て
、
所
轄
税
務
署
長
が
当
該
提
出
事
項
の
提
供
を
受
け
た
時
前
に
既
に
そ
の
所
轄
税
務
署
長
若
し
く
は
他
の
税
務
署
長

に
対
し
て
同
一
の
提
出
者
に
係
る
提
出
事
項
（
廃
止
年
月
日
が
同
一
の
も
の
に
限
り
ま
す
。）
の
提
供
が
あ
る
場
合

 
02 

提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
提
出
者
に
つ
い
て
、
所
轄
税
務
署
長
が
当
該
提
出
事
項
の
提
供
を
受
け
た
時
と
同
時
に
そ
の
所
轄
税
務
署
長
若
し
く
は
他
の
税
務
署
長

に
対
し
て
同
一
の
提
出
者
に
係
る
提
出
事
項
（
廃
止
年
月
日
が
同
一
の
も
の
に
限
り
ま
す
。）
の
提
供
が
あ
る
場
合

 
03 

項
番

7
に
「
1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
記
録
し
ま
せ
ん
（
タ
グ
名
の
み
記
録
し
ま
す
。）。

 

9 
提
出
者
の
整
理
番
号

 
半
角

 
14
文
字
 

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
が
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
た
提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
提
出
者
の
整
理
番
号
（《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
》
項
番

18）
を
記
録
し
ま
す
。
 

10 
非
課
税
管

理
勘
定
の

年
分
 

元
号
 

半
角

 
1
文
字
 

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
が
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
た
提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
非
課
税
管
理
勘
定
の
年
分
の
元
号
及
び
年
（《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
》
項
番

29
及
び
項
番

30）

を
記
録
し
ま
す
。
 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「
年
」
は
、
別
項
目
で

2
桁
を
使
用
し
ま
す
。
 

11 
年
 

半
角

 
2
文
字
 

12 
廃
止
通
知
書
を
識
別
す
る
た
め
の
記
号
又
は
番
号

 
全
角

 
20
文
字
以
内
 

金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
が
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
た
提
出
事
項
の
「
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
使
用
欄
」
に
記
録
さ
れ
た
情
報
（《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
》
項
番

32）
を

記
録
し
ま
す
。
当
該
「
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
使
用
欄
」
に
記
録
が
な
い
場
合
に
は
、
記
録
し
ま
せ
ん
（
タ
グ
名
の
み
記
録
し
ま
す
。）。

 

 

（
別
紙

10）
  



改   正   後 改   正   前 

 

                  

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑽
－
２
【
未
成
年
者
口
座
開
設
の
可
否
事
項
】（

租
税
特
別
措
置
法
第

37
条
の

14
の
２
第

24
項
）

 

 
項
番

 
項
目
名
 

入
力
文
字
基
準

 
記
録
要
領

 

1 
提
出
者
の
氏
名

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
が
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
た
提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
提
出
者
の
氏
名
（《

レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
－
２
》
項
番

7）
を
記
録
し
ま
す
。

 

2 
提
出
者
の
フ
リ
ガ
ナ

 
全
角

 
120

文
字
以
内

 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
が
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
た
提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
提
出
者
の
氏
名
の
フ
リ
ガ
ナ
（《

レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
－
２
》
項
番

8）
を
記
録
し
ま
す
。

 

3 
提
出
者
の

生
年
月
日

 

元
号

 
半
角

 
1
文
字

 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
が
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
た
提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
提
出
者
の
生
年
月
日
の
元
号
、
年
、
月
及
び
日
（《

レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
－
２
》
項
番

9
か
ら
項

番
12
ま
で
）
を
記
録
し
ま
す
。
 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」、「

月
」
及
び
「
日
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
し
ま
す
。

 

4 
年

 
半
角

 
2
文
字

 

5 
月

 
半
角

 
2
文
字

 

6 
日

 
半
角

 
2
文
字

 

7 
未
成
年
者
口
座
の
開
設
が
で
き
る
旨
又
は
で
き
な
い

旨
 

半
角

 
1
文
字

 
未
成
年
者
口
座
廃
止
通
知
書
を
提
出
し
た
者
（
以
下
《
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑽
－
２
》
に
お
い
て
「
提
出
者
」
と
い
い
ま
す
。）

の
未
成
年
者
口
座
の
開
設
が
で
き
る
場
合
に
は
「

1」
を
、
そ
の
提

出
者
の
未
成
年
者
口
座
の
開
設
が
で
き
な
い
場
合
に
は
「

0」
を
記
録
し
ま
す
。

 

8 

未
成
年
者
口
座
の
開
設
が
で
き
な
い
理
由
 

半
角

 
2
文
字

 

項
番

7
に
「

0」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
提
出
者
の
未
成
年
者
口
座
の
開
設
が
で
き
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
次
表
の
「
未
成
年
者
口
座
の
開
設
が
で
き
な
い
理
由
」
欄
に
掲
げ
る
未
成
年
者
口
座
の

開
設
が
で
き
な
い
理
由
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
記
録
要
領
」
欄
の
と
お
り
記
録
し
ま
す
。

 

未
成
年
者
口
座
の
開
設
が
で
き
な
い
理
由

 
記
録
要
領

 

提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
提
出
者
に
つ
い
て
、
そ
の
提
出
者
に
係
る
廃
止
届
出
事
項
（
廃
止
年
月
日
が
同
一
の
も
の
に
限
り
ま
す
。）

の
提
供
が
な
い
場
合

 
01 

提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
提
出
者
に
つ
い
て
、
所
轄
税
務
署
長
が
当
該
提
出
事
項
の
提
供
を
受
け
た
時
前
に
既
に
そ
の
所
轄
税
務
署
長
若
し
く
は
他
の
税
務
署
長

に
対
し
て
同
一
の
提
出
者
に
係
る
提
出
事
項
（
廃
止
年
月
日
が
同
一
の
も
の
に
限
り
ま
す
。）

の
提
供
が
あ
る
場
合

 
02 

提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
提
出
者
に
つ
い
て
、
所
轄
税
務
署
長
が
当
該
提
出
事
項
の
提
供
を
受
け
た
時
と
同
時
に
そ
の
所
轄
税
務
署
長
若
し
く
は
他
の
税
務
署
長

に
対
し
て
同
一
の
提
出
者
に
係
る
提
出
事
項
（
廃
止
年
月
日
が
同
一
の
も
の
に
限
り
ま
す
。）

の
提
供
が
あ
る
場
合

 
03 

項
番

7
に
「

1」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
記
録
し
ま
せ
ん
（
タ
グ
名
の
み
記
録
し
ま
す
。）。

 

9 
提
出
者
の
整
理
番
号

 
半
角

 
14
文
字

 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
が
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
た
提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
提
出
者
の
整
理
番
号
（《

レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
－
２
》
項
番

19）
を
記
録
し
ま
す
。

 

10 
非
課
税
管

理
勘
定
の

年
分

 

元
号

 
半
角

 
1
文
字

 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
が
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
た
提
出
事
項
に
記
録
さ
れ
た
非
課
税
管
理
勘
定
の
年
分
の
元
号
及
び
年
（《

レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
－
２
》
項
番

30
及
び
項
番

31）
を
記
録
し
ま
す
。

 

こ
の
場
合
、
元
号
に
つ
い
て
は
「

4」
を
記
録
し
、
ま
た
、「

年
」
は
、
別
項
目
で
２
桁
を
使
用
し
ま
す
。

 
11 

年
 

半
角

 
2
文
字

 

12 
廃
止
通
知
書
を
識
別
す
る
た
め
の
記
号
又
は
番
号

 
全
角

 
20
文
字
以
内

 
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
の
長
が
所
轄
税
務
署
長
に
提
供
し
た
提
出
事
項
の
「
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
使
用
欄
」
に
記
録
さ
れ
た
情
報
（《

レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑻
－
２
》
項
番

33）

を
記
録
し
ま
す
。
当
該
「
金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営
業
所
使
用
欄
」
に
記
録
が
な
い
場
合
に
は
、
記
録
し
ま
せ
ん
（
タ
グ
名
の
み
記
録
し
ま
す
。）。

 

 

（
別
紙

10－
２
）
  

 

 

（新設） 

 

 

 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改   正   後 改   正   前 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

○
 
レ
コ
ー
ド
の
内
容
及
び
記
録
要
領
⑾
【
目
録
フ
ァ
イ
ル
】
 

 
項
番

 
項
目
名
 

入
力
文
字
基
準

 
記
録
要
領

 

1 

申
請
事
項
等
の
種
類

 

半
角

 
3
文
字

 

光
デ
ィ
ス
ク
等
に
格
納
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
提
供
す
る
申
請
事
項
等
の
種
類
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

こ
の
場
合
、
非
課
税
適
用
確
認
書
の
交
付
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
は
「

001」
を
、
非
課
税
適
用
確
認
書
の
提
出
を
し
た
者
に
関
す
る
事
項
は
「

002」
を
、
非
課
税
口
座
異
動
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項

等
は
「

003」
を
、
非
課
税
口
座
移
管
依
頼
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
等
は
「

004」
を
、
金
融
商
品
取
引
業
者
等
に
お
い
て
事
業
譲
渡
等
が
あ
っ
た
場
合
に
提
供
す
べ
き
事
項
は
「

005」
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。 

2 
フ
ァ
イ
ル
名

 
半
角

 
12
文
字

 
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
格
納
す
る
フ
ァ
イ
ル
の
フ
ァ
イ
ル
名
を
記
録
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 

（
別
紙

11）
  

 

 


